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凡 例 

１  令和５年４月１日から令和６年３月31日までの間に係属した事件81件を都道府県別に収録した。 

２  事件の表示について 

(1) 事件の表示は、各都道府県で付した事件番号によることとしたが、同一の形式で表示したので、 

都道府県で付した正式の事件名とは異なる場合がある。 

(2) （あ）はあっせん、（調）は調停、（リ）は義務履行勧告申出の手続であることを示す。 
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No 
  事件の

表示 
事件名 

申請受付

年月日 
申請人 被申請人 請求の概要 

 

 

終 結

年月日
終結区分 終結の概要 

1 青森県 

令和５

年(調)

第１号

事件 

飲食店か

らの騒音

被害防止

請求事件 

 5.11.24 薬局経営

会社 

飲食店経

営個人事

業主 

被申請人は被申請人が営むカラオケスナッ

クの壁に防音施工を施すことを求める。 

   

2 福島県

令和３

年(調)

第１号

事件 

 火力発電

所からの

ばいじん

被害損害

賠償請求

事件 

3. 6.25 福島県 

 住民１人 

電力会社 被申請人は、申請人に対し、家屋の修繕費

用として1800万8304円、弁護士費用として

180万円及び本調停費用を支払うこと。 

5. 5.19 調停成立 調停委員会は、

４回の調停期日

の開催等手続を

進めた結果、調

停委員会の提示

した調停案を当

事者双方が受諾

し、本件は終結

した。 

3 福島県 

令和６

年(調)

第１号

事件 

太陽光発

電施設か

らの騒音

被害防止

請求事件 

6. 2.16 福島県 

 住民２人

土木建築

 業社 

太陽光発電施設について騒音防止対策を講

じること。 

   

4 栃木県

令和４

年(調)

第１号

事件 

 特別養護

老人ホー

ム空調設

備からの

騒音防止

等請求事

件 

4. 9.15 栃木県 

住民１人 

社会福祉

法人 

⑴被申請人は、室外機を移動する、運転を

抑制するなどして、被申請人の特別養護老

人ホームからの騒音を低減すること。⑵上

記措置を取らない場合、令和５年３月末日

までに、特別養護老人ホームを現在地から

移転すること。 

5. 4.11 調停打切り 調停委員会は、

２回の調停期日

の開催等手続を

進めたが、合意

が成立する見込

みがないと判断

し、調停を打切

り、本件は終結

した。 

5 栃木県 岩石採取

場からの

騒音・粉

じん被害

等防止請

求事件 

令和５

年(調)

第１号

事件 

5. 4. 3 栃木県 

住民39人 

石材工業

会社 

被申請人は、物件目録記載の土地における

岩石採取の方法について被申請人が岩石採

取計画において定められる岩石採取の方法

に定められた就業日及び就業時間を遵守

し、岩石採取工程等ごとに予想される騒

音、粉じんの災害の態様及び防止のための

措置を執らなければならない。⑵被申請人

は、被申請人の採石場において業務を行う

に当たり、上記計画のうち就業時間を日曜

日のみならず祝祭日も除くものとし、その

操業に伴い発生する騒音をさらに低減化

し、防じんの措置を執らなければならな

い。 

5. 8. 7 調停打切り 調停委員会は、

２回の調停期日

の開催等手続を

進めたが、合意

が成立する見込

みがないと判断

し、調停を打切

り、本件は終結

した。 

6 群馬県

令和４

年(調)

第１号

事件 

 動物ふん

尿の投棄

による水

質汚濁等

被害防止

請求事件 

4. 7.20 群馬県 

住民１人

群馬県 

 住民１人

 

群馬県 

(代表者

知事) 

 

⑴温泉旅館の営業ができなくなったことに

対する補償。⑵畜産農業に係る動物のふん

尿で汚染された申請人活動地の温泉湧出井

戸の回復。⑶ミネラルウォーター製造設備

費の支払⑷被申請人Ａ活動地の土壌の回復

及び今後地下浸透が起こらない、畜産農業

に係る動物のふん尿で汚染された雨水や土

砂が申請人の土地に流れ込まない対策⑸金

3000万円の賠償、申請人所有地の温泉湧出

井戸を掘ったときの額2000万円、ミネラル

ウォーター製造設備費900万円、生活の糧

を失ったことに対する当面の補償100万

円。 

5. 7.20 調停打切り 調停委員会は、

３回の調停期日

の開催等手続を

進めたが、合意

が成立する見込

みがないと判断

し、調停を打切

り、本件は終結

した。 

7 埼玉県

 令和５

年(調)

第１号

事件 

 ヒートポ

ンプ式温

水暖房機

からの低

周波音等

の騒音･

振動被害

防止請求

事件 

5. 2. 1 埼玉県 

住民１人 

建設会社 ⑴被申請人は、エコキュートのヒートポン

プを東側から北側若しくは西側の道路に面

した場所へ移設し、低周波等の騒音振動が

申請人宅に届かないように対策を講じなけ

ればならない。⑵被申請人は、エコキュー

トのヒートポンプの移設ができない場合に

は、エコキュートの代わりに電気温水器を

設置しなければならない。 

 

 

 5. 5.29 調停申請 

取下げ 

申請人は、都合

により、調停申

請を取り下げた

ため、本件は終

結した。 
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No 
事件の 

表示 
事件名 

申請受付 

年月日 
申請人 被申請人 請求の概要 

終 結 

年月日 
終結区分 終結の概要 

8 埼玉県 

令和５

年(調)

第２号

事件 

市 道 騒

音･振動

被害防止

請求事件 

5. 4.10 埼玉県 

住民２人 

市(代表

者市長) 

 

埼玉県

(代表者

知事) 

 

⑴環境基準緩和の見直しと抜本的対策。⑵

当該道路に対する生活道路の周知と迂
う

回案

内。⑶交通規制（道路管理者が権利を有す

る重量規制など）。⑷Ａインター地域の物

流拠点からの当該道路への流入対策。 

⑸Ｂ交差点の（特に国道298号線からの流

入に対する）交通対策。⑹「Ｃ版MaaS（Ａ

市）」および「埼玉版スーパー・シティプ

ロジェクト（埼玉県）」における被害場所

の問題認識と環境保全対策や公害防止施設

の設置。⑺上記対策が不十分な場合、（現

在進行中の区画整理事業等による）代替地

移転。 

   

9 埼玉県 

令和５

年(調)

第４号 

事件 

国道等騒

音被害防

止及び損

害賠償請

求事件 

5. 5.29 埼玉県 

住民33人 

市(代表

者市長) 

 

国（代表

者国土交

通大臣） 

 

国（代表

者環境大

臣） 

○Ａ市 環境緑水課 

⑴毎年12月に環境省の常時監視の手順に従

い、国道299号沿いのＢ地区で昼と夜の騒

音測定を行い、騒音レベルの定量的な評価

を行うこと。⑵埼玉県警及び関東運輸局埼

玉運輸支局に対して、年に数回の街頭検査

ではなく、「違反車両がゼロになるまで継

続し徹底した街頭検査」を要望すること。

⑶住民の精神的損害に対して、賠償金50万

円の支払を求める。 

○関東運輸局 埼玉運輸支局 

⑴国道299号沿線における道路運送車両法

違反車両を撲滅すること。⑵車検逃れを撲

滅すること。 

○国土交通省 自動車局 

⑴道路上で爆音を発生する車両を自動的に

摘出するシステム（騒音オービス）実用化

研究を一層進めること。⑵住民の精神的損

害に対して、賠償金300万円の支払を求め

る。 

○環境省 水・大気環境局自動車環境対策

課 

⑴純正マフラーよりも大きな騒音を発生さ

せるマフラーを道路上から根絶するために

必要な法的整備をすること。⑵住民の精神

的損害に対して、賠償金150万円の支払を

求める。 

   

10 埼玉県 

令和５

年(調)

第３号

事件 

飲食店排

気口から

の悪臭被

害防止及

び損害賠

償請求事

件 

5. 6.12 埼玉県 

住民１人 

飲食店経

営会社 

⑴南向きに設置されている店舗の排気口を

北側に伸ばし、排気が南や風下である東側

に来ないようにすること。⑵脱臭と脱脂処

理をした上で排気すること。⑶悪臭や刺激

物質で汚染された布団、カーテン、衣類他

の回復費用を負担すること。換気扇、布団

乾燥機にかかる電気代、消臭剤代、シーリ

ング代、その他費用を負担すること。⑷こ

の手続にかかった費用を支出すること。 

5. 9.11 調停打切り 調停委員会は、

１回の調停期日

の開催等手続を

進めたが、合意

が成立する見込

みがないと判断

し、調停を打切

り、本件は終結

した。 

11 埼玉県 

令和５

年(調)

第５号

事件 

エアコン

室外機か

らの騒音

被害防止

請求事件 

5. 9.21 埼玉県 

住民１人 

公益社団

法人 

⑴エアコンの室外機等の音の低減を求め

る。マイク使用時の声や拍手は窓を閉めて

いたとしても響いてくる。⑵エアコンの稼

働時間は、就業時間内とすることを求め

る。また、土日、祝祭日は稼働しないこと

を求める。⑶室外機の移設、防音、交換等

を求める。 

   

12 埼玉県 

令和５

年(調)

第６号

事件 

トラック

からの騒

音被害防

止請求事

件 

5.12.18 埼玉県 

住民１人 

運輸会社 ⑴トラックの発車等の操業に係る騒音（特

に深夜）の継続的・持続的な軽減措置を求

める。⑵被申請人に対し、⑴で求める事項

が執られていることを随時確認し、執られ

ていない場合には、自主的に是正措置を講

じることを求める。 

   

13 東京都 

令和３

飲食店か

らの騒音

3. 8.23 東京都 

住民１人 

飲食店店

主 

⑴被申請人は、経営する店舗の営業時間を

下記とすること。①緊急事態宣言下：営業

 5. 6.26 調停打切り 調停委員会は、

８回の調停期日
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No 
事件の 

表示 
事件名 

申請受付 

年月日 
申請人 被申請人 請求の概要 

終 結 

年月日 
終結区分 終結の概要 

1 青森県 

令和５

年(調)

第１号

事件 

飲食店か

らの騒音

被害防止

請求事件 

 5.11.24 薬局経営

会社 

飲食店経

営個人事

業主 

被申請人は被申請人が営むカラオケスナッ

クの壁に防音施工を施すことを求める。 

   

2 福島県 

令和３

年(調)

第１号

事件 

火力発電

所からの

ばいじん

被害損害

賠償請求

事件 

3. 6.25 

 

福島県 

住民１人 

電力会社 被申請人は、申請人に対し、家屋の修繕費

用として1800万8304円、弁護士費用として

180万円及び本調停費用を支払うこと。 

5. 5.19 調停成立 調停委員会は、

４回の調停期日

の開催等手続を

進めた結果、調

停委員会の提示

した調停案を当

事者双方が受諾

し、本件は終結

した。 

3 福島県 

令和６

年(調)

第１号

事件 

太陽光発

電施設か

らの騒音

被害防止

請求事件 

6. 2.16 

 

福島県 

住民２人 

土木建築

業社 

太陽光発電施設について騒音防止対策を講

じること。 

   

4 栃木県 

令和４

年(調)

第１号

事件 

特別養護

老人ホー

ム空調設

備からの

騒音防止

等請求事

件 

4. 9.15 栃木県 

住民１人 

社会福祉

法人 

⑴被申請人は、室外機を移動する、運転を

抑制するなどして、被申請人の特別養護老

人ホームからの騒音を低減すること。⑵上

記措置を取らない場合、令和５年３月末日

までに、特別養護老人ホームを現在地から

移転すること。 

5. 4.11 調停打切り 調停委員会は、

２回の調停期日

の開催等手続を

進めたが、合意

が成立する見込

みがないと判断

し、調停を打切

り、本件は終結

した。 

5 栃木県 

令和５

年(調)

第１号

事件 

岩石採取

場からの

騒音・粉

じん被害

等防止請

求事件 

5. 4. 3 栃木県 

住民39人 

石材工業

会社 

被申請人は、物件目録記載の土地における

岩石採取の方法について被申請人が岩石採

取計画において定められる岩石採取の方法

に定められた就業日及び就業時間を遵守

し、岩石採取工程等ごとに予想される騒

音、粉じんの災害の態様及び防止のための

措置を執らなければならない。⑵被申請人

は、被申請人の採石場において業務を行う

に当たり、上記計画のうち就業時間を日曜

日のみならず祝祭日も除くものとし、その

操業に伴い発生する騒音をさらに低減化

し、防じんの措置を執らなければならな

い。 

5. 8. 7 調停打切り 調停委員会は、

２回の調停期日

の開催等手続を

進めたが、合意

が成立する見込

みがないと判断

し、調停を打切

り、本件は終結

した。 

6 群馬県 

令和４

年(調)

第１号

事件 

動物ふん

尿の投棄

による水

質汚濁等

被害防止

請求事件 

4. 7.20 群馬県 

住民１人 

群馬県 

住民１人 

 

群馬県 

(代表者

知事) 

⑴温泉旅館の営業ができなくなったことに

対する補償。⑵畜産農業に係る動物のふん

尿で汚染された申請人活動地の温泉湧出井

戸の回復。⑶ミネラルウォーター製造設備

費の支払⑷被申請人Ａ活動地の土壌の回復

及び今後地下浸透が起こらない、畜産農業

に係る動物のふん尿で汚染された雨水や土

砂が申請人の土地に流れ込まない対策⑸金

3000万円の賠償、申請人所有地の温泉湧出

井戸を掘ったときの額2000万円、ミネラル

ウォーター製造設備費900万円、生活の糧

を失ったことに対する当面の補償100万

円。 

5. 7.20 調停打切り 調停委員会は、

３回の調停期日

の開催等手続を

進めたが、合意

が成立する見込

みがないと判断

し、調停を打切

り、本件は終結

した。 

7 

 

埼玉県 

令和５

年(調)

第１号

事件 

ヒートポ

ンプ式温

水暖房機

からの低

周波音等

の騒音･

振動被害

防止請求

事件 

5. 2. 1 埼玉県 

住民１人 

建設会社 ⑴被申請人は、エコキュートのヒートポン

プを東側から北側若しくは西側の道路に面

した場所へ移設し、低周波等の騒音振動が

申請人宅に届かないように対策を講じなけ

ればならない。⑵被申請人は、エコキュー

トのヒートポンプの移設ができない場合に

は、エコキュートの代わりに電気温水器を

設置しなければならない。 

 

 

 5. 5.29 調停申請 

取下げ 

申請人は、都合

により、調停申

請を取り下げた

ため、本件は終

結した。 
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No  
事件の 

表示 
事件名  

申請受付 

年月日 
申請人 被申請人 請求の概要 

終 結 

年月日 
終結区分 終結の概要 

8 埼玉県

令和５

年(調)

第２号

事件 

 市 道 騒

音･振動

被害防止

請求事件 

5. 4.10 埼玉県 

住民２人

市(代表

 者市長) 

 

埼玉県

(代表者

知事) 

 

⑴環境基準緩和の見直しと抜本的対策。⑵
う

当該道路に対する生活道路の周知と迂回案

内。⑶交通規制（道路管理者が権利を有す

る重量規制など）。⑷Ａインター地域の物

流拠点からの当該道路への流入対策。 

⑸Ｂ交差点の（特に国道298号線からの流

入に対する）交通対策。⑹「Ｃ版MaaS（Ａ

市）」および「埼玉版スーパー・シティプ

ロジェクト（埼玉県）」における被害場所

の問題認識と環境保全対策や公害防止施設

の設置。⑺上記対策が不十分な場合、（現

在進行中の区画整理事業等による）代替地

移転。 

   

9 埼玉県 

令和５

年(調)

第４号 

事件 

国道等騒

音被害防

止及び損

害賠償請

求事件 

5. 5.29 埼玉県 

住民33人

市(代表

 者市長) 

 

国（代表

者国土交

通大臣）

 

国（代表

者環境大

臣） 

○Ａ市 環境緑水課 

⑴毎年12月に環境省の常時監視の手順に従

い、国道299号沿いのＢ地区で昼と夜の騒

音測定を行い、騒音レベルの定量的な評価

を行うこと。⑵埼玉県警及び関東運輸局埼

 玉運輸支局に対して、年に数回の街頭検査

ではなく、「違反車両がゼロになるまで継

続し徹底した街頭検査」を要望すること。

⑶住民の精神的損害に対して、賠償金50万

円の支払を求める。 

○関東運輸局 埼玉運輸支局 

⑴国道299号沿線における道路運送車両法

違反車両を撲滅すること。⑵車検逃れを撲

滅すること。 

○国土交通省 自動車局 

⑴道路上で爆音を発生する車両を自動的に

摘出するシステム（騒音オービス）実用化

研究を一層進めること。⑵住民の精神的損

害に対して、賠償金300万円の支払を求め

る。 

○環境省 水・大気環境局自動車環境対策

課 

⑴純正マフラーよりも大きな騒音を発生さ

せるマフラーを道路上から根絶するために

必要な法的整備をすること。⑵住民の精神

的損害に対して、賠償金150万円の支払を

求める。 

   

10 埼玉県

令和５

年(調)

第３号

事件 

 飲食店排

気口から

の悪臭被

害防止及

び損害賠

償請求事

件 

5. 6.12 埼玉県 

住民１人

飲食店経

 営会社 

⑴南向きに設置されている店舗の排気口を

北側に伸ばし、排気が南や風下である東側

に来ないようにすること。⑵脱臭と脱脂処

理をした上で排気すること。⑶悪臭や刺激

物質で汚染された布団、カーテン、衣類他

の回復費用を負担すること。換気扇、布団

乾燥機にかかる電気代、消臭剤代、シーリ

ング代、その他費用を負担すること。⑷こ

の手続にかかった費用を支出すること。 

5. 9.11 調停打切り 調停委員会は、

１回の調停期日

の開催等手続を

進めたが、合意

が成立する見込

みがないと判断

し、調停を打切

り、本件は終結

した。 

11 埼玉県

令和５

年(調)

第５号

事件 

 エアコン

室外機か

らの騒音

被害防止

請求事件 

5. 9.21 埼玉県 

住民１人 

公益社団

法人 

⑴エアコンの室外機等の音の低減を求め

る。マイク使用時の声や拍手は窓を閉めて

いたとしても響いてくる。⑵エアコンの稼

働時間は、就業時間内とすることを求め

る。また、土日、祝祭日は稼働しないこと

を求める。⑶室外機の移設、防音、交換等

を求める。 

   

12 埼玉県 

令和５

年(調)

第６号

事件 

トラック

からの騒

音被害防

止請求事

件 

5.12.18 埼玉県 

住民１人 

運輸会社 ⑴トラックの発車等の操業に係る騒音（特

に深夜）の継続的・持続的な軽減措置を求

める。⑵被申請人に対し、⑴で求める事項

が執られていることを随時確認し、執られ

ていない場合には、自主的に是正措置を講

じることを求める。 

   

13 東京都

令和３

 飲食店か

らの騒音

3. 8.23 東京都 

住民１人 

飲食店店

主 

⑴被申請人は、経営する店舗の営業時間を  

下記とすること。①緊急事態宣言下：営業

5. 6.26 調停打切り 調停委員会は、

８回の調停期日
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No  
事件の 

表示 
事件名

申請受付 

年月日 
申請人 被申請人 請求の概要 

終 結 

年月日 
終結区分 終結の概要 

年(調)

第７号

事件 

防止請求

事件 

  

 

を行わない（東京都の要請に応じた営

業）。②まん延防止等重点措置下：20時ま

での営業（東京都の要請に応じた営業）。

③上記以外：24時までの営業。ただし、23

時以降はカラオケを禁止し、かつ、23時以

前も音が外に漏れないように対策を講じな

い限りカラオケを禁止する。⑵被申請人

は、店舗ドア及び換気扇に防音設備を設置

し、店舗からの騒音を低減すること。⑶申

請人の自宅に向いている店舗内スピーカー

の向きを別の方向に変更し騒音を低減する

こと。⑷店舗ドアを開いたまま飲食物やカ

ラオケサービスの提供を行うことを止め、

営業中は店舗のドアを閉め、騒音を低減す

ること。⑸店を出た客に、店を出た後は外

で話さず静かに帰るよう促し、また、被申

請人自身も外や店のドアを開けたまま客と

大声で話すことをせず、見送りの際も静か

に速やかに店舗に戻るようにし、騒音を低

減すること。⑹店舗外に出て携帯電話で話

をする客に対し、周りが住宅街であること

から、大声での電話や長電話を控えるよう

に促し、騒音を低減すること。⑺被申請人

自身が、たばこのポイ捨てをしないだけで

なく、客にもたばこのポイ捨てをさせない

ように対策を講じること。⑻営業終了後の

片付けはドアを閉め、かつ、酒の空き瓶の

片づけを屋外で行う場合は翌日に行うこと

で夜間の騒音を低減すること。 

の開催等手続を

進めたが、合意

が成立する見込

みがないと判断

し、調停を打切

り、本件は終結

した。 

14 東京都

令和４

年(調)

第３号

事件

（令和

３年

(調)第

７号事

件への

参加）

 

 

飲食店か

らの騒音

防止請求

事件 

 4. 9.21 東京都 

住民１人 

飲食店オ

ーナー 

東京都令和３年(調)第７号事件に同じ。 5. 6.26 調停打切り 調停委員会は、

８回の調停期日

の開催等手続を

進めたが、合意

が成立する見込

みがないと判断

し、調停を打切

り、本件は終結

した。 

15 東京都 

令和５

年(調)

第１号

事件 

運送業者

営業所か

らの騒音

防止請求

事件 

5. 8. 2 東京都 

住民１人

運送業者

 

 ⑴被申請人は、防音壁を設置するなどし   

て、東京都Ａ区の被申請人の営業所からの

騒音を低減すること。⑵被申請人は、大き

な音を発生させる可能性がある行為の停止

と小さな音を発生させる可能性のある行為

の回数を減少させること。⑶被申請人は、

営業所の営業時間を制限し、夜間及び土日

の操業は行わないこと。⑷被申請人は、申

請人との話合いに応じ、速やかに問題の解

決を図ること。 

  

16 東京都 

令和５

年(調)

第２号

事件 

駐車場か

らの騒音

防止請求

事件 

5. 8. 3 東京都 

住民２人

マンショ

 ン管理会

社 

⑴被申請人は、被申請人の駐車場出入口に

設置されているチェーンゲートの騒音※を

低減すること。※「チェーンゲートの騒

音」とは、「低い音と振動を伴った音を含

む、不快に感じる音」を言う。（チェーン

ゲート以外の方式のゲート等であれば、低

い音が小さく、騒音に感じないものもある

かもしれないと考える。）⑵被申請人はゲ

ートの誤作動が起こらないようにするこ

と。 

   

17 東京都 

令和５

年(調)

第３号

事件 

飲食店か

らの煙害

防止請求

事件 

5. 8. 3 インター

ナショナ

ルスクー

ル経営会

社 

飲食店経

営事業者 

⑴ピザの焼き方を変え、被申請人のレスト

ランから出る煙が危険な汚染物質にならな

いようにすること。⑵レストランの換気シ

ステムを煙が集中しないように変更するこ

と。 

5.11.10 調停申請 

取下げ 

申請人は、都合

により、調停申

請を取り下げた

ため、本件は終

結した。 
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No 
事件の 

表示 
事件名 

申請受付 

年月日 
申請人 被申請人 請求の概要 

終 結 

年月日 
終結区分 終結の概要 

18 東京都 

令和５

年(調)

第４号

事件 

学童保育

施設から

の騒音防

止請求事

件 

 5. 9.26 東京都 

住民１人 

学童保育

施設経営

会社 

被申請人は、自身が経営する学童保育施設

の運営を継続するのであれば、十分な防音

対策を施すことにより、申請人宅敷地と被

申請人賃借建物敷地の境界線上の騒音が常

時60dBを超えないようにすること。 

   

19 東京都 

令和５

年(調)

第５号

事件 

電気温水

器等から

の振動防

止請求事

件 

5.10.11 東京都 

住民１人 

不動産開

発会社 

⑴①被申請人所有のＡテラスＣ号室の電気

温水器の運転時間帯を深夜設定から昼間設

定に切り替えること。②Ｂ号室、Ｃ号室と

もに電気温水器の早期時間帯での運転取止

め。③Ｂ号室の電気温水器の運転時間帯が

深夜時間帯に戻されていた場合は再び昼間

設定に戻すこと。⑵⑴により、就寝時間帯

の振動が解消された後、電気温水器からガ

ス給湯器への切替えの協議に応じること。

⑶⑵までの措置によって、振動が収まらな

い場合にＢ号室のエアコン室外機対策をと

ること。 

   

20 東京都 

令和５

年(調)

第６号

事件 

マンショ

ン隣家か

らの悪臭

防止請求

事件 

5.10.19 東京都 

住民２人 

東京都 

住民２人 

⑴被申請人らは、悪臭防止法と環境確保条

例による悪臭規制を遵守すること。⑵シテ

ィタワーＡ町マンション管理規約、使用細

則、重要事項説明等に定められている禁止

事項「異臭や悪臭の発生」「発生する機

器、設備の設置」「他の区分所有者の平穏

な生活を脅かすこと」を行わないこと。 

⑶上記を遵守しない、または遵守出来ない

理由がある場合、被申請人らは排気口に屋

上に繋がる煙突を設置するなど、近隣戸に

高頻度で漏れる高濃度香料臭を発生させな

いこと。ただし、煙突設置はシティタワー

Ａ町管理組合の４分の３以上の承認を要す

る特別決議を得ること。同工事費、維持修

理費は被申請人らの負担において原状回復

を行うこと。⑷上記措置をいずれも採らな

い場合、被申請人らは2024年12月末日まで

に移転すること。⑸上記措置が2024年12月

末日までに執り行われれば、申請人らは既

に負担した臭気調査費用、ニオイセンサー

費、弁護士相談料、資料作成費、過去６年

に及ぶ健康被害（治療費、薬代、診断書

料）、精神的ストレスは甚大であるが、本

問題の解決が一日も早くなされるのであれ

ば、被申請人らに対して実損費用やその他

の請求を行わない。⑹上記措置が執り行わ

れた以降において、再び有機溶剤を含む香

料臭を頻繁に発生させ、近隣戸専有部及び

共用部に漏れ出るような迷惑行為が及ぶこ

とがあれば、上記⑸にかかわらず、同請求

権は遡って復元するものとする。 

   

21 東京都 

令和５

年(調)

第７号

事件 

飲食店室

外機から

の騒音低

減請求事

件 

5.10.20 東京都 

住民１人 

不動産賃

貸会社 

 

飲食店経

営会社 

⑴被申請人は1階のエアコンの室外機の騒

音を低減すること。⑵そのためには室外機

を移設等してもらうこと。 

   

22 東京都 

令和５

年(調)

第８号

事件 

洋菓子店

からの騒

音防止請

求事件 

6. 1.31 東京都 

住民２人 

洋菓子店 ⑴被申請人はキュービクル並びに冷蔵庫及

び冷凍庫の室外機からの騒音を申請人が居

住する建物内に、午前８時から午後８時ま

で45dBを超えて、それ以外の時間帯は40dB

を超えてそれぞれ到達させてはならない。

⑵被申請人は、上記キュービクルを申請人

らが居住する建物から10メートル以上隔離

すること。⑶被申請人が上記⑴及び⑵の措

置を採らない場合、被申請人は 令和６年

６月30日までに上記⑴記載の全設備を撤去

すること。 
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No 
事件の 

表示 
事件名 

申請受付 

年月日 
申請人 被申請人 請求の概要 

終 結 

年月日 
終結区分 終結の概要 

年(調)

第７号

事件 

防止請求

事件 

  

 

を行わない（東京都の要請に応じた営

業）。②まん延防止等重点措置下：20時ま

での営業（東京都の要請に応じた営業）。

③上記以外：24時までの営業。ただし、23

時以降はカラオケを禁止し、かつ、23時以

前も音が外に漏れないように対策を講じな

い限りカラオケを禁止する。⑵被申請人

は、店舗ドア及び換気扇に防音設備を設置

し、店舗からの騒音を低減すること。⑶申

請人の自宅に向いている店舗内スピーカー

の向きを別の方向に変更し騒音を低減する

こと。⑷店舗ドアを開いたまま飲食物やカ

ラオケサービスの提供を行うことを止め、

営業中は店舗のドアを閉め、騒音を低減す

ること。⑸店を出た客に、店を出た後は外

で話さず静かに帰るよう促し、また、被申

請人自身も外や店のドアを開けたまま客と

大声で話すことをせず、見送りの際も静か

に速やかに店舗に戻るようにし、騒音を低

減すること。⑹店舗外に出て携帯電話で話

をする客に対し、周りが住宅街であること

から、大声での電話や長電話を控えるよう

に促し、騒音を低減すること。⑺被申請人

自身が、たばこのポイ捨てをしないだけで

なく、客にもたばこのポイ捨てをさせない

ように対策を講じること。⑻営業終了後の

片付けはドアを閉め、かつ、酒の空き瓶の

片づけを屋外で行う場合は翌日に行うこと

で夜間の騒音を低減すること。 

の開催等手続を

進めたが、合意

が成立する見込

みがないと判断

し、調停を打切

り、本件は終結

した。 

14 東京都 

令和４

年(調)

第３号

事件

（令和

３年

(調)第

７号事

件への

参加） 

飲食店か

らの騒音

防止請求

事件 

 4. 9.21 東京都 

住民１人 

飲食店オ

ーナー 

東京都令和３年(調)第７号事件に同じ。 5. 6.26 調停打切り 調停委員会は、

８回の調停期日

の開催等手続を

進めたが、合意

が成立する見込

みがないと判断

し、調停を打切

り、本件は終結

した。 

15 東京都 

令和５

年(調)

第１号

事件 

運送業者

営業所か

らの騒音

防止請求

事件 

5. 8. 2 東京都 

住民１人 

運送業者 ⑴被申請人は、防音壁を設置するなどし

て、東京都Ａ区の被申請人の営業所からの

騒音を低減すること。⑵被申請人は、大き

な音を発生させる可能性がある行為の停止

と小さな音を発生させる可能性のある行為

の回数を減少させること。⑶被申請人は、

営業所の営業時間を制限し、夜間及び土日

の操業は行わないこと。⑷被申請人は、申

請人との話合いに応じ、速やかに問題の解

決を図ること。 

    

16 東京都 

令和５

年(調)

第２号

事件 

駐車場か

らの騒音

防止請求

事件 

5. 8. 3 東京都 

住民２人 

マンショ

ン管理会

社 

⑴被申請人は、被申請人の駐車場出入口に

設置されているチェーンゲートの騒音※を

低減すること。※「チェーンゲートの騒

音」とは、「低い音と振動を伴った音を含

む、不快に感じる音」を言う。（チェーン

ゲート以外の方式のゲート等であれば、低

い音が小さく、騒音に感じないものもある

かもしれないと考える。）⑵被申請人はゲ

ートの誤作動が起こらないようにするこ

と。 

   

17 東京都 

令和５

年(調)

第３号

事件 

飲食店か

らの煙害

防止請求

事件 

5. 8. 3 インター

ナショナ

ルスクー

ル経営会

社 

飲食店経

営事業者 

⑴ピザの焼き方を変え、被申請人のレスト

ランから出る煙が危険な汚染物質にならな

いようにすること。⑵レストランの換気シ

ステムを煙が集中しないように変更するこ

と。 

5.11.10 調停申請 

取下げ 

申請人は、都合

により、調停申

請を取り下げた

ため、本件は終

結した。 
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No 
 事件の

表示 
事件名 

申請受付 

年月日 
申請人 被申請人 請求の概要 

終 結 

年月日 
終結区分 終結の概要 

18 東京都 

令和５

年(調)

第４号

事件 

学童保育

施設から

の騒音防

止請求事

件 

 5. 9.26 東京都 

住民１人 

学童保育

施設経営

会社 

被申請人は、自身が経営する学童保育施設

の運営を継続するのであれば、十分な防音

対策を施すことにより、申請人宅敷地と被

申請人賃借建物敷地の境界線上の騒音が常

時60dBを超えないようにすること。 

   

19 東京都

令和５

年(調)

第５号

事件 

 電気温水

器等から

の振動防

止請求事

件 

5.10.11 東京都 

住民１人 

不動産開

発会社 

⑴①被申請人所有のＡテラスＣ号室の電気

温水器の運転時間帯を深夜設定から昼間設

定に切り替えること。②Ｂ号室、Ｃ号室と

もに電気温水器の早期時間帯での運転取止

め。③Ｂ号室の電気温水器の運転時間帯が

深夜時間帯に戻されていた場合は再び昼間

設定に戻すこと。⑵⑴により、就寝時間帯

の振動が解消された後、電気温水器からガ

ス給湯器への切替えの協議に応じること。

⑶⑵までの措置によって、振動が収まらな

い場合にＢ号室のエアコン室外機対策をと

ること。 

   

20 東京都

令和５

年(調)

第６号

事件 

 マンショ

ン隣家か

らの悪臭

防止請求

事件 

5.10.19 東京都 

住民２人

東京都 

 住民２人 

⑴被申請人らは、悪臭防止法と環境確保条

例による悪臭規制を遵守すること。⑵シテ

ィタワーＡ町マンション管理規約、使用細

則、重要事項説明等に定められている禁止

事項「異臭や悪臭の発生」「発生する機

器、設備の設置」「他の区分所有者の平穏

な生活を脅かすこと」を行わないこと。 

⑶上記を遵守しない、または遵守出来ない

理由がある場合、被申請人らは排気口に屋

上に繋がる煙突を設置するなど、近隣戸に

高頻度で漏れる高濃度香料臭を発生させな

いこと。ただし、煙突設置はシティタワー

Ａ町管理組合の４分の３以上の承認を要す

る特別決議を得ること。同工事費、維持修

理費は被申請人らの負担において原状回復

を行うこと。⑷上記措置をいずれも採らな

い場合、被申請人らは2024年12月末日まで

に移転すること。⑸上記措置が2024年12月

末日までに執り行われれば、申請人らは既

に負担した臭気調査費用、ニオイセンサー

費、弁護士相談料、資料作成費、過去６年

に及ぶ健康被害（治療費、薬代、診断書

料）、精神的ストレスは甚大であるが、本

問題の解決が一日も早くなされるのであれ

ば、被申請人らに対して実損費用やその他

の請求を行わない。⑹上記措置が執り行わ

れた以降において、再び有機溶剤を含む香

料臭を頻繁に発生させ、近隣戸専有部及び

共用部に漏れ出るような迷惑行為が及ぶこ

とがあれば、上記⑸にかかわらず、同請求

権は遡って復元するものとする。 

   

21 東京都

令和５

年(調)

第７号

事件 

 飲食店室

外機から

の騒音低

減請求事

件 

5.10.20 東京都 

住民１人 

不動産賃

貸会社 

 

飲食店経

営会社 

⑴被申請人は1階のエアコンの室外機の騒

音を低減すること。⑵そのためには室外機

を移設等してもらうこと。 

   

22 東京都

令和５

年(調)

第８号

事件 

 洋菓子店

からの騒

音防止請

求事件 

6. 1.31 東京都 

住民２人

洋菓子店 ⑴被申請人はキュービクル並びに冷蔵庫及

び冷凍庫の室外機からの騒音を申請人が居

住する建物内に、午前８時から午後８時ま

で45dBを超えて、それ以外の時間帯は40dB

を超えてそれぞれ到達させてはならない。

⑵被申請人は、上記キュービクルを申請人

らが居住する建物から10メートル以上隔離

すること。⑶被申請人が上記⑴及び⑵の措

置を採らない場合、被申請人は 令和６年

６月30日までに上記⑴記載の全設備を撤去

すること。 
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No 
事件の 

表示 
事件名 

申請受付 

年月日 
申請人 被申請人 請求の概要 

終 結 

年月日 
終結区分 終結の概要 

23 東京都 

令和６

年(あ)

第１号

事件 

解体工事

現場から

の騒音・

振動・悪

臭に係る

損害賠償

請求事件 

6. 2.26 東京都 

住民１人

解体工事

 業者 

被申請者は申請者及びその同居家族に対し

騒音、振動、悪臭に対する補償として金30

万円を支払え。 

   

24 神奈川

県令和

４年

(調)第

４号事

件 

近隣工場

からの騒

音等防止

請求事件 

 4.10. 7 神奈川県 

住民１人 

飲料製造

会社 

夜間の機械稼働停止。設備機器配管配置変

更。騒音・振動等防止の緩衝帯設置。 

 5. 5.22 調停打切り 調停委員会は、

３回の調停期日

の開催等手続を

進めたが、合意

が成立する見込

みがないと判断

し、調停を打切

り、本件は終結

した。 

25 神奈川

県令和

５年

(調)第

１号事

件 

近隣家屋  

解体工事

振動等被

害損害賠

償請求事

件 

5. 6.20 神奈川県 

住民２人 

建設会社 被申請人は、申請人らに対し、352万9900

円及びこれに対する令和４年11月18日から

支払済みまで年３分の割合による金員を支

払え。 

 5. 9.27 調停申請 

取下げ 

申請人は、都合

により、調停申

請を取り下げた

ため、本件は終

結した。 

26 神奈川

県令和

５年

(調)第

２号事

件 

マンショ

ン階下か

らの騒音

被害防止

及び損害

賠償等請

求事件 

 5. 7.18 神奈川県

住民１人

 神奈川県 

 住民１人 

下記２項を騒音源である長女の家主である

被申請人に監督不行き届きとして求めた

い。 

⑴主に申請人が寝室で使用している北西洋

室において、ほぼ連日の午後11時前後から

午前５時半ごろまで長時間の断続的な壁叩

きによる騒音の即時停止と完全な再発防止

この再発防止には、Ａ：集合住宅の規約違

反から自主退去、Ｂ：親による常時監視、

Ｃ：現状住居で可能な対策（部屋の移動

等）が考えられ、本来は再発防止策とし

て、ＡかＢを必須としたいが、被申請人に

は大変重い対応からこの調停では受入れ難

いと考えられるため、Ｃで納得できる対策

が可能ならば和解する方向で考えたい。⑵

損害賠償または慰謝料の請求。 

5. 9.25 調停打切り 調停委員会は、

１回の調停期日

の開催等手続を

進めたが、合意

が成立する見込

みがないと判断

し、調停を打切

り、本件は終結

した。 

27 神奈川

県令和

５年

(調)第

３号事

件 

近隣から

の低周波

音防止請

求事件 

 5.10.16 神奈川県

住民１人

 神奈川県 

 住民１人 

⑴被申請人は、申請人による低周波音に関

する調査（測定）に関して、当該調査（測

定）の際に、被申請人宅に設置されている

エアコンを稼働させたり停止させたりする

ことによって協力せよ。⑵前記⑴の調査の

結果、申請人宅の室内に伝搬してきている

低周波音の発生源が被申請人宅のエアコン

室外機であると判明した場合には、被申請

人は、当該低周波音を軽減させるため、当

該室外機の移設等の対策をせよ。 

   

28 神奈川

県令和

５年

(調)第

４号事

件 

近隣店舗

からの悪

臭被害防

止及び損

害賠償請

求事件 

 5.10.19 神奈川県 

住民１人 

クリーニ

ング店経

営者 

排気ガスによる悪臭が自宅に入って来ない

ように対応を求める。併せて損害賠償を求

める。 

6. 2.26 調停打切り 調停委員会は、

１回の調停期日

の開催等手続を

進めたが、合意

が成立する見込

みがないと判断

し、調停を打切

り、本件は終結

した。 

29 神奈川

県令和

５年

(調)第

５号事

件 

マンショ

ン階上か

ら の

音･振動

被害防止

及び損害

騒

 

5.10.20 神奈川県 

住民１人 

神奈川県 

住民１人 

大阪府 

住民１人 

(住戸の

区分所有 

令和５年２月中旬頃より継続して発生して

いる騒音（重低音、振動）の停止及び当該

騒音（重低音、振動）による健康被害並び

に社会活動の低下に対する損害賠償。 
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No 
事件の 

表示 
事件名 

申請受付 

年月日 
申請人 被申請人 請求の概要 

終 結 

年月日 
終結区分 終結の概要 

  賠償請求

事件 

  者))     

30 神奈川

県令和

６年

(調)第

１号事

件 

隣家から

の騒音被

害防止等

請求事件 

6. 3.19 神奈川県 

住民１人 

 

神奈川県 

住民１人 

 

申請人が現住所に引っ越して来て以来、オ

ール電化の被申請人が約12年間に渡って使

い続けているＡ社製エコキュートのヒート

ポンプ及び換気扇の昼夜を問わない運転に

よる騒音と低周波の振動による睡眠障害、

痙攣
けいれん

、吐き気、耳鳴り、心臓部腹部への圧

迫感、手足の神経の痛み、息切れなどの不

定愁訴の不快症状を伴う甚だしい体調不良

を去年末から自覚症状としてきている今の

現状を、被申請人に運転を停止してもらっ

たり、システムの時間設定や強度を変えて

もらったり、それと連動して使われている

換気扇の長期使用によって摩滅しているだ

ろうモーターなどの部品や老朽化している

エコキュートの給湯タンク及びヒートポン

プ一式の商品自体を買い替えてもらうとい

うような、ありとあらゆる可能な対応手段

で現状の被害状態を変更すること。そのた

めには何より被申請人自身が、エコキュー

トやそれに付随して換気扇を使用している

自分たち（被申請人と息子）が申請人にと

んでもない迷惑を掛け続けている現状を自

覚し、自ら率先して現状を変更しようとす

る意思を持ってもらうことが必要である。

そうすることで、できればお互いが協力し

合いながら双方にとって良い解決に至る方

策を考え、それに基づいてできるかぎり争

いごとにすることなく円満解決に至るこ

と。 

   

31 神奈川

県令和

６年

(調)第

２号事

件 

隣接する

老人ホー

ムからの

騒音・悪

臭のおそ

れ被害防

止請求事

件 

6. 3.21 神奈川県 

住民１人 

 

老人ホー

ム運営会

社 

建築計画案で申請人宅の敷地境界線近くに

設置予定の２台のＧＨＰを建築予定の建物

反対側の入口近くに移動すること。 

   

32 山梨県 

令和４

年(調)

第１号

事件 

焼き栗販

売店から

の騒音被

害防止等

請求事件 

 4. 1.24 山梨県 

住民１人 

食品販売

会社 

被申請人は、当該店舗に設置している焼き

栗機から発生する騒音（蒸気音、金属音）

及び調理臭の軽減（調理方法の変更や防音

壁等の設置）を行うこと。 

 6. 2.27 調停成立 調停委員会は、

８回の調停期日

の開催等手続を

進めた結果、調

停委員会の提示

した調停案を当

事者双方が受諾

し、本件は終結

した。 

33 山梨県 

令和５

年(調)

第１号

事件 

集塵機か

らの騒音

防止請求

事件 

 5. 3. 8 山梨県 

住民１人 

山梨県 

住民１人 

被申請人は、被申請人の事業場に設置され

ている集塵機から発生する騒音を、騒音規

制法の規制基準（第二種区域）に準じて、

同法規制基準値を下回るようにすること。

5.10.19 調停成立 

 

調停委員会は、

３回の調停期日

の開催等手続を

進めた結果、調

停委員会の提示

した調停案を当

事者双方が受諾

し、本件は終結

した。 

34 山梨県 

令和５

年(調)

第２号

事件 

宿泊施設

からの騒

音･悪臭

被害防止

請求事件 

5. 5.10 山梨県 

住民３人 

宿泊施設

管理業者 

 

所有者 

被申請人は宿泊施設でのバーベキューの実

施を全面禁止すること。また、宿泊が静か

に行われるよう宿泊者に指導を徹底するこ

と。 

5.11.20 調停打切り 調停委員会は、

４回の調停期日

の開催等手続を

進めたが、合意

が成立する見込

みがないと判断

し、調停を打切
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No 
事件の 

表示 
事件名 

申請受付 

年月日 
申請人 被申請人 請求の概要 

終 結 

年月日 
終結区分 終結の概要 

23 東京都 

令和６

年(あ)

第１号

事件 

解体工事

現場から

の騒音・

振動・悪

臭に係る

損害賠償

請求事件 

6. 2.26 東京都 

住民１人 

解体工事

業者 

被申請者は申請者及びその同居家族に対し

騒音、振動、悪臭に対する補償として金30

万円を支払え。 

   

24 神奈川

県令和

４年

(調)第

４号事

件 

近隣工場

からの騒

音等防止

請求事件 

 4.10. 7 神奈川県 

住民１人 

飲料製造

会社 

夜間の機械稼働停止。設備機器配管配置変

更。騒音・振動等防止の緩衝帯設置。 

 5. 5.22 調停打切り 調停委員会は、

３回の調停期日

の開催等手続を

進めたが、合意

が成立する見込

みがないと判断

し、調停を打切

り、本件は終結

した。 

25 神奈川

県令和

５年

(調)第

１号事

件 

近隣家屋

解体工事

振動等被

害損害賠

償請求事

件 

 5. 6.20 神奈川県 

住民２人 

建設会社 被申請人は、申請人らに対し、352万9900

円及びこれに対する令和４年11月18日から

支払済みまで年３分の割合による金員を支

払え。 

 5. 9.27 調停申請 

取下げ 

申請人は、都合

により、調停申

請を取り下げた

ため、本件は終

結した。 

26 神奈川

県令和

５年

(調)第

２号事

件 

マンショ

ン階下か

らの騒音

被害防止

及び損害

賠償等請

求事件 

 5. 7.18 神奈川県 

住民１人 

神奈川県 

住民１人 

下記２項を騒音源である長女の家主である

被申請人に監督不行き届きとして求めた

い。 

⑴主に申請人が寝室で使用している北西洋

室において、ほぼ連日の午後11時前後から

午前５時半ごろまで長時間の断続的な壁叩

きによる騒音の即時停止と完全な再発防止

この再発防止には、Ａ：集合住宅の規約違

反から自主退去、Ｂ：親による常時監視、

Ｃ：現状住居で可能な対策（部屋の移動

等）が考えられ、本来は再発防止策とし

て、ＡかＢを必須としたいが、被申請人に

は大変重い対応からこの調停では受入れ難

いと考えられるため、Ｃで納得できる対策

が可能ならば和解する方向で考えたい。⑵

損害賠償または慰謝料の請求。 

5. 9.25 調停打切り 調停委員会は、

１回の調停期日

の開催等手続を

進めたが、合意

が成立する見込

みがないと判断

し、調停を打切

り、本件は終結

した。 

27 神奈川

県令和

５年

(調)第

３号事

件 

近隣から

の低周波

音防止請

求事件 

 5.10.16 神奈川県 

住民１人 

神奈川県 

住民１人 

⑴被申請人は、申請人による低周波音に関

する調査（測定）に関して、当該調査（測

定）の際に、被申請人宅に設置されている

エアコンを稼働させたり停止させたりする

ことによって協力せよ。⑵前記⑴の調査の

結果、申請人宅の室内に伝搬してきている

低周波音の発生源が被申請人宅のエアコン

室外機であると判明した場合には、被申請

人は、当該低周波音を軽減させるため、当

該室外機の移設等の対策をせよ。 

   

28 神奈川

県令和

５年

(調)第

４号事

件 

近隣店舗

からの悪

臭被害防

止及び損

害賠償請

求事件 

 5.10.19 神奈川県 

住民１人 

クリーニ

ング店経

営者 

排気ガスによる悪臭が自宅に入って来ない

ように対応を求める。併せて損害賠償を求

める。 

6. 2.26 調停打切り 調停委員会は、

１回の調停期日

の開催等手続を

進めたが、合意

が成立する見込

みがないと判断

し、調停を打切

り、本件は終結

した。 

29 神奈川

県令和

５年

(調)第

５号事

件 

マンショ

ン階上か

ら の 騒

音･振動

被害防止

及び損害 

5.10.20 神奈川県 

住民１人 

神奈川県 

住民１人 

大阪府 

住民１人 

(住戸の

区分所有 

令和５年２月中旬頃より継続して発生して

いる騒音（重低音、振動）の停止及び当該

騒音（重低音、振動）による健康被害並び

に社会活動の低下に対する損害賠償。 
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No 
 事件の

表示 
事件名 

 申請受付

年月日 
申請人 被申請人 請求の概要 

終 結 

年月日 
終結区分 終結の概要 

  賠償請求

事件 

  者))     

30 神奈川

県令和

６年

(調)第

１号事

件 

隣家から

の騒音被

害防止等

請求事件 

6. 3.19 神奈川県

住民１人

 神奈川県

 住民１人

 

 

 

 

申請人が現住所に引っ越して来て以来、オ

ール電化の被申請人が約12年間に渡って使

い続けているＡ社製エコキュートのヒート

ポンプ及び換気扇の昼夜を問わない運転に

よる騒音と低周波の振動による睡眠障害、
けいれん

痙攣、吐き気、耳鳴り、心臓部腹部への圧

迫感、手足の神経の痛み、息切れなどの不

定愁訴の不快症状を伴う甚だしい体調不良

を去年末から自覚症状としてきている今の

現状を、被申請人に運転を停止してもらっ

たり、システムの時間設定や強度を変えて

もらったり、それと連動して使われている

換気扇の長期使用によって摩滅しているだ

ろうモーターなどの部品や老朽化している

エコキュートの給湯タンク及びヒートポン

プ一式の商品自体を買い替えてもらうとい

うような、ありとあらゆる可能な対応手段

で現状の被害状態を変更すること。そのた

めには何より被申請人自身が、エコキュー

トやそれに付随して換気扇を使用している

自分たち（被申請人と息子）が申請人にと

んでもない迷惑を掛け続けている現状を自

覚し、自ら率先して現状を変更しようとす

る意思を持ってもらうことが必要である。

そうすることで、できればお互いが協力し

合いながら双方にとって良い解決に至る方

策を考え、それに基づいてできるかぎり争

いごとにすることなく円満解決に至るこ

と。 

   

31 神奈川

県令和

６年

(調)第

２号事

件 

隣接する

老人ホー

ムからの

騒音・悪

臭のおそ

れ被害防

止請求事

件 

6. 3.21 神奈川県 

住民１人 

老人ホー

ム運営会

社  

建築計画案で申請人宅の敷地境界線近くに

設置予定の２台のＧＨＰを建築予定の建物

反対側の入口近くに移動すること。 

   

32 山梨県 

令和４

年(調)

第１号

事件 

焼き栗販

売店から

の騒音被

害防止等

請求事件 

 4. 1.24 山梨県 

住民１人 

食品販売

会社 

被申請人は、当該店舗に設置している焼き

栗機から発生する騒音（蒸気音、金属音）

及び調理臭の軽減（調理方法の変更や防音

壁等の設置）を行うこと。 

 6. 2.27 調停成立 調停委員会は、

８回の調停期日

の開催等手続を

進めた結果、調

停委員会の提示

した調停案を当

事者双方が受諾

し、本件は終結

した。 

33 山梨県 

令和５

年(調)

第１号

事件 

集塵機か

らの騒音

防止請求

事件 

 5. 3. 8 山梨県 

住民１人 

山梨県 

住民１人 

被申請人は、被申請人の事業場に設置され

ている集塵機から発生する騒音を、騒音規

制法の規制基準（第二種区域）に準じて、

同法規制基準値を下回るようにすること。

5.10.19 調停成立 調停委員会は、

 ３回の調停期日

の開催等手続を

進めた結果、調

停委員会の提示

した調停案を当

事者双方が受諾

し、本件は終結

した。 

34 山梨県 

令和５

年(調)

第２号

事件 

宿泊施設

からの騒

音･悪臭

被害防止

請求事件 

5. 5.10 山梨県 

住民３人

宿泊施設

 管理業者 

 

所有者 

被申請人は宿泊施設でのバーベキューの実

施を全面禁止すること。また、宿泊が静か

に行われるよう宿泊者に指導を徹底するこ

と。 

5.11.20 調停打切り 調停委員会は、

４回の調停期日

の開催等手続を

進めたが、合意

が成立する見込

みがないと判断

し、調停を打切
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No 
 

 
事件の

表示 
事件名  

申請受付 

年月日 
申請人 被申請人 請求の概要 

終 結 

年月日 
終結区分 終結の概要 

り、本件は終結

した。 

35 山梨県 自治会か

らの騒音

被害防止

請求事件 

令和５

年(調)

第３号

事件 

5. 7.24 山梨県 

住民１人 

自治会 被申請人は有価物等の回収の案内放送及び

お悔やみの放送をやめること。 

5.12.13 調停申請 

取下げ 

申請人は、都合

により、調停申

請を取り下げた

ため、本件は終

結した。 

36 愛知県 

令和元

年(調)

第５号

事件 

建設残土

による水

質汚濁・

土壌汚染

のおそれ

公害防止

請求事件 

元.12.10 愛知県 

住民１人 

建設会社 ⑴被申請人Ａは、本件土地上の建設残土を

撤去するか撤去費用を負担すること。⑵被

申請人Ｂ建設は、Ｃ建設から第一次下請と

して受注し、本件土地に搬入した量に相当

する残土を撤去するか撤去費用を負担する

こと。⑶被申請人Ｄ建材は、Ｃ建設の第二

次下請として受注し、本件土地に搬入した

量に相当する残土を撤去するか撤去費用を

負担すること。⑷被申請人Ｅ市と被申請人

Ｆ建設は、共同して、Ｅ市保育園の工事現

場から本件土地に搬入した量に相当する残

土を撤去するか撤去費用を負担すること。

 

市(代表

者市長) 

5. 5.11 調停打切り 調停委員会は、

４回の調停期日

の開催等手続を

進めたが、合意

が成立する見込

みがないと判断

し、調停を打切

り、本件は終結

した。 

37 愛知県 

令和３

年(調)

第１号

事件 

建設残土

による水

質汚濁・

土壌汚染

のおそれ

公害防止

請求事件 

3. 4.21 愛知県 

住民１人 

建設会社 被申請人は、Ａ市から請け負ったＡ市保育

 園の移転改築工事から排出された建設残土

のうち、本件土地に搬入された建設残土に

相当する建設残土を撤去せよ。 

5. 5.11 調停申請 

取下げ 

 

申請人は、都合

により、調停申

請を取り下げた

ため、本件は終

結した。 

38 愛知県

令和４

年(調)

第２号

事件 

 換気設備

室外機か

らの騒音

被害防止

請求事件 

4. 8.16 愛知県 

住民１人

不動産会

 社 

⑴被申請人は、申請人の住所地において、

以下の防音措置及び防風措置を講ずるこ

と。①申請人の住所地における二重窓の設

置。②申請人の住所地におけるサンルーム

の設置。⑵被申請人は、申請人の住所地に

面し、被申請人の社屋の１階及び２階に設

置した室外機の操業時間を、月曜日から金

曜日までの間、午前８時から午後６時まで

とし、土日祝日は完全に停止すること。⑶

被申請人は、申請人の住所地に面し、被申

請人の社屋の３階以上の階に設置した室外

機について、終日、音を抑えること。 

5.10.19 調停成立 調停委員会は、

 ３回の調停期日

の開催等手続を

進めた結果、調

停委員会の提示

した調停案を当

事者双方が受諾

し、本件は終結

した。 

39 愛知県 

令和５

年(調)

第１号

事件 

橋梁整備

工事の振

動被害補

償請求事

件 

5. 2. 6 鹿児島県

住民１人

 

愛知県 

住民２人

 

兵庫県 

住民１人

 

 建設会社

  

愛知県

(代表者

 知事（建

設事務

所）) 

 

 ･Ａ建設に求める事項…⑴平成30年２月27   

日に実施された家屋調査の内容の全開示⑵

令和元年５月29日の自宅訪問調査の報告書

の全開示。 

･Ａ建設及び愛知県（Ｂ建設事務所）双方

に求める事項…⑴現時点での家屋調査を速

やかに行ってほしい。この場合当事者の立

会いを求める。その結果で出た被害箇所は

補修の対象とすること。⑵事業損失補償に

係る調査から出した修復の返答内容、具体

的な補修作業の開始日時、またそれらを記

載した覚書を作成すること。⑶補修事業者

の提示⑷屋根を元に修復できない場合、ど

のようにするかの具体案を提示の上で補修

⑸振動でずれた壁等をどのように修復する

かの具体案を提示の上で補修。⑹火災保険

等に加入出来ない間の措置。⑺覚書は、押

印のもと、申請人にも必ず一部ずつ渡すこ

と。 

  

40 愛知県 

令和５

年(調)

第２号

事件 

アルミニ

ウム工場

からの騒

音・低周

波音・悪

臭防止及

び損害賠

償請求事

 5.10. 5 愛知県 

住民４人

 

 

アルミニ

 ウムリサ

イクル経

営会社 

⑴被申請人は、騒音、低周波音、悪臭につ

いて、防音壁を設置する、悪臭を減少させ

る対策をとるなどの騒音、低周波音、悪臭

を可能な限り低減する対策を講じなければ

ならない。⑵被申請人は、申請人Ｂに対

し、金106万4130円を支払え。⑶被申請人

は、申請人Ａの夫、申請人の長女及び申請

人の次女に対し、それぞれ金50万円を支払

   

 

170 
 

No 
事件の 

表示 
事件名 

申請受付 

年月日 
申請人 被申請人 請求の概要 

終 結 

年月日 
終結区分 終結の概要 

件 え。 

41 愛知県 

令和６

年(調)

第１号

事件 

洋菓子店

室外機か

らの騒音

被害防止

及び損害

賠償請求

事件 

 6. 1.30 愛知県 

住民２人 

洋菓子店 ⑴被申請人は、申請人らに対し、室外機か

ら発する騒音について、室外機の機種を変

更する、あるいは効果的な防音壁を設置す

るなどの防音措置を講じて、敷地境界にて

騒音を愛知県条例で定めている規制基準以

下に低減すること。⑵被申請人は、申請人

Ｂに対し、金31万5610円及びこれに対する

本申請書送達の日の翌日から支払済まで、

年３％の割合による金員を支払え。⑶被申

請人は、申請人Ａに対し、20万円及びこれ

に対する本申請書送達の日の翌日から支払

済まで、年３％の割合による金員を支払

え。⑷調停費用は被申請人の負担とする。

   

42 愛知県 

令和６

年(調)

第２号

事件 

高等学校

からの騒

音被害防

止及び損

害賠償請

求事件 

6. 2. 8 愛知県 

住民２人 

教育委員

会 

 

高等学校 

(２校) 

⑴被申請人らは、愛知県立Ａ高等学校、Ｂ

高等学校より発せられる騒音をＣ市条例の

規制基準値以下にすること。体育館の騒音

は音量が低音量でも耳障りな音質のため、

建物の外に音が漏れないようにすること。

⑵被申請人らは、⑴項の対策が実施できる

まで即刻屋外バレーボールコートと校舎北

側体育館を使用しないこと。⑶チャイム、

放送等の音量は即刻敷地境界で、Ｃ市条例

が定める規制基準値以下になるようにする

こと。⑷楽器、太鼓、合唱、大声など校内

で発せられる音を敷地外に漏らさないこ

と。やむを得ない場合は、Ｃ市の定める条

例の規制数値以下にすること。⑸調停に係

る費用を支払うこと。⑹慰謝料40万円を支

払うこと。 

   

43 三重県 

令和５

年(調)

第１号

事件 

マンショ

ン管理会

社からの

薬剤散布

被害防止 

及び損害

賠償等請

求事件 

5. 7.13 三重県 

住民１人 

不動産業

者 

 

マンショ

ン管理会

社 

 

⑴被申請人不動産業者及び被申請人マンシ

ョン管理会社は、申請人に対し損害賠償と

して金20万円を支払うこと。⑵被申請人マ

ンション管理会社は、申請人の部屋の通風

孔付近で、信義則に従い除草剤、殺虫剤、

農薬を使用しないこと。⑶被申請人不動産

業者及び被申請人マンション管理会社は、

三重県Ａ市のマンション敷地内で、除草

剤、殺虫剤、農薬、その他の化学物質を大

気中に放出、漏出を行うことや、または、

土壌に散布を行う場合は、事前にある程度

の期間をもって、散布する薬剤の製品名と

成分と、その薬剤による影響を信義則に従

い周知すること。ただし、申請人が拒否し

た場合は、申請人の部屋の周辺には散布を

行わないこと。⑷万が一、除草剤、殺虫

剤、農薬、その他の化学物質を大気中に放

出、漏出をする行為、または、土壌に散布

を行ったことにより、アパートの住人や周

辺の住人が体調を崩した場合は、診察や治

療について、医師が「責任を持てない」と

の理由から受診を拒否する病院が多いの

で、被申請人不動産業者及び被申請人マン

ション管理会社が三重県以外にある、化学

物質過敏症の検査／治療が可能な病院に責

任をもって搬送をして、かかる費用につい

ては、全て負担すること。⑸上記(2)～(4)

の内容について被申請人不動産業者及び被

申請人マンション管理会社は共同での責任

があり、共同で協議して、協力して申請人

に賠償金の支払いをすること。⑹被申請人

不動産業者及び被申請人マンション管理会

社の緊急の連絡先を申請人に対して、書面

で氏名、住所、電話番号を開示すること。

⑺被申請人不動産業者及び被申請人マンシ

5.10. 2 調停打切り 

 

調停委員会は、

１回の調停期日

の開催等手続を

進めたが、合意

が成立する見込

みがないと判断

し、調停を打切

り、本件は終結

した。 
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No 
事件の 

表示 
事件名 

申請受付 

年月日 
申請人 被申請人 請求の概要 

終 結 

年月日 
終結区分 終結の概要 

り、本件は終結

した。 

35 山梨県 

令和５

年(調)

第３号

事件 

自治会か

らの騒音

被害防止

請求事件 

5. 7.24 山梨県 

住民１人 

自治会 被申請人は有価物等の回収の案内放送及び

お悔やみの放送をやめること。 

5.12.13 調停申請 

取下げ 

申請人は、都合

により、調停申

請を取り下げた

ため、本件は終

結した。 

36 愛知県 

令和元

年(調)

第５号

事件 

建設残土

による水

質汚濁・

土壌汚染

のおそれ

公害防止

請求事件 

元.12.10 愛知県 

住民１人 

建設会社 

 

市(代表

者市長) 

⑴被申請人Ａは、本件土地上の建設残土を

撤去するか撤去費用を負担すること。⑵被

申請人Ｂ建設は、Ｃ建設から第一次下請と

して受注し、本件土地に搬入した量に相当

する残土を撤去するか撤去費用を負担する

こと。⑶被申請人Ｄ建材は、Ｃ建設の第二

次下請として受注し、本件土地に搬入した

量に相当する残土を撤去するか撤去費用を

負担すること。⑷被申請人Ｅ市と被申請人

Ｆ建設は、共同して、Ｅ市保育園の工事現

場から本件土地に搬入した量に相当する残

土を撤去するか撤去費用を負担すること。

5. 5.11 調停打切り 調停委員会は、

４回の調停期日

の開催等手続を

進めたが、合意

が成立する見込

みがないと判断

し、調停を打切

り、本件は終結

した。 

37 愛知県 

令和３

年(調)

第１号

事件 

建設残土

による水

質汚濁・

土壌汚染

のおそれ

公害防止

請求事件 

3. 4.21 愛知県 

住民１人 

建設会社 

 

被申請人は、Ａ市から請け負ったＡ市保育

園の移転改築工事から排出された建設残土

のうち、本件土地に搬入された建設残土に

相当する建設残土を撤去せよ。 

5. 5.11 調停申請 

取下げ 

 

申請人は、都合

により、調停申

請を取り下げた

ため、本件は終

結した。 

38 愛知県 

令和４

年(調)

第２号

事件 

換気設備

室外機か

らの騒音

被害防止

請求事件 

4. 8.16 愛知県 

住民１人 

不動産会

社 

⑴被申請人は、申請人の住所地において、

以下の防音措置及び防風措置を講ずるこ

と。①申請人の住所地における二重窓の設

置。②申請人の住所地におけるサンルーム

の設置。⑵被申請人は、申請人の住所地に

面し、被申請人の社屋の１階及び２階に設

置した室外機の操業時間を、月曜日から金

曜日までの間、午前８時から午後６時まで

とし、土日祝日は完全に停止すること。⑶

被申請人は、申請人の住所地に面し、被申

請人の社屋の３階以上の階に設置した室外

機について、終日、音を抑えること。 

5.10.19 調停成立 

 

調停委員会は、

３回の調停期日

の開催等手続を

進めた結果、調

停委員会の提示

した調停案を当

事者双方が受諾

し、本件は終結

した。 

39 愛知県 

令和５

年(調)

第１号

事件 

橋梁整備

工事の振

動被害補

償請求事

件 

5. 2. 6 鹿児島県 

住民１人 

 

愛知県 

住民２人 

 

兵庫県 

住民１人 

 

建設会社 

 

愛知県

(代表者

知事（建

設事務

所）) 

･Ａ建設に求める事項…⑴平成30年２月27

日に実施された家屋調査の内容の全開示⑵

令和元年５月29日の自宅訪問調査の報告書

の全開示。 

･Ａ建設及び愛知県（Ｂ建設事務所）双方

に求める事項…⑴現時点での家屋調査を速

やかに行ってほしい。この場合当事者の立

会いを求める。その結果で出た被害箇所は

補修の対象とすること。⑵事業損失補償に

係る調査から出した修復の返答内容、具体

的な補修作業の開始日時、またそれらを記

載した覚書を作成すること。⑶補修事業者

の提示⑷屋根を元に修復できない場合、ど

のようにするかの具体案を提示の上で補修

⑸振動でずれた壁等をどのように修復する

かの具体案を提示の上で補修。⑹火災保険

等に加入出来ない間の措置。⑺覚書は、押

印のもと、申請人にも必ず一部ずつ渡すこ

と。 

    

40 愛知県 

令和５

年(調)

第２号

事件 

アルミニ

ウム工場

からの騒

音・低周

波音・悪

臭防止及

び損害賠

償請求事

 5.10. 5 愛知県 

住民４人 

 

 

アルミニ

ウムリサ

イクル経

営会社 

⑴被申請人は、騒音、低周波音、悪臭につ

いて、防音壁を設置する、悪臭を減少させ

る対策をとるなどの騒音、低周波音、悪臭

を可能な限り低減する対策を講じなければ

ならない。⑵被申請人は、申請人Ｂに対

し、金106万4130円を支払え。⑶被申請人

は、申請人Ａの夫、申請人の長女及び申請

人の次女に対し、それぞれ金50万円を支払
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No  
事件の 

表示 
事件名

 申請受付

年月日 
申請人 被申請人 請求の概要 

終 結 

年月日 
終結区分 終結の概要 

件 え。 

41 愛知県 洋菓子店

室外機か

らの騒音

被害防止

及び損害

賠償請求

事件 

令和６

年(調)

第１号

事件 

 6. 1.30 愛知県 

住民２人 

洋菓子店 ⑴被申請人は、申請人らに対し、室外機か

ら発する騒音について、室外機の機種を変

更する、あるいは効果的な防音壁を設置す

るなどの防音措置を講じて、敷地境界にて

騒音を愛知県条例で定めている規制基準以

下に低減すること。⑵被申請人は、申請人

Ｂに対し、金31万5610円及びこれに対する

本申請書送達の日の翌日から支払済まで、

年３％の割合による金員を支払え。⑶被申

請人は、申請人Ａに対し、20万円及びこれ

に対する本申請書送達の日の翌日から支払

済まで、年３％の割合による金員を支払

え。⑷調停費用は被申請人の負担とする。

   

42 愛知県

令和６

年(調)

第２号

事件 

 高等学校

からの騒

音被害防

止及び損

害賠償請

求事件 

6. 2. 8 愛知県 

住民２人 

教育委員

会 

 

高等学校

(２校) 

⑴被申請人らは、愛知県立Ａ高等学校、Ｂ

高等学校より発せられる騒音をＣ市条例の

規制基準値以下にすること。体育館の騒音

 は音量が低音量でも耳障りな音質のため、

建物の外に音が漏れないようにすること。

⑵被申請人らは、⑴項の対策が実施できる

まで即刻屋外バレーボールコートと校舎北

側体育館を使用しないこと。⑶チャイム、

放送等の音量は即刻敷地境界で、Ｃ市条例

が定める規制基準値以下になるようにする

こと。⑷楽器、太鼓、合唱、大声など校内

で発せられる音を敷地外に漏らさないこ

と。やむを得ない場合は、Ｃ市の定める条

例の規制数値以下にすること。⑸調停に係

る費用を支払うこと。⑹慰謝料40万円を支

払うこと。 

   

43 三重県

令和５

年(調)

第１号

事件 

 マンショ

ン管理会

社からの

薬剤散布

被害防止 

及び損害

賠償等請

求事件 

5. 7.13 三重県 

住民１人

不動産業

 者 

 

マンショ

ン管理会

社 

 

⑴被申請人不動産業者及び被申請人マンシ

ョン管理会社は、申請人に対し損害賠償と

して金20万円を支払うこと。⑵被申請人マ

ンション管理会社は、申請人の部屋の通風

孔付近で、信義則に従い除草剤、殺虫剤、

農薬を使用しないこと。⑶被申請人不動産

業者及び被申請人マンション管理会社は、

三重県Ａ市のマンション敷地内で、除草

剤、殺虫剤、農薬、その他の化学物質を大

気中に放出、漏出を行うことや、または、

土壌に散布を行う場合は、事前にある程度

の期間をもって、散布する薬剤の製品名と

成分と、その薬剤による影響を信義則に従

い周知すること。ただし、申請人が拒否し

た場合は、申請人の部屋の周辺には散布を

行わないこと。⑷万が一、除草剤、殺虫

剤、農薬、その他の化学物質を大気中に放

出、漏出をする行為、または、土壌に散布

を行ったことにより、アパートの住人や周

辺の住人が体調を崩した場合は、診察や治

療について、医師が「責任を持てない」と

の理由から受診を拒否する病院が多いの

で、被申請人不動産業者及び被申請人マン

ション管理会社が三重県以外にある、化学

物質過敏症の検査／治療が可能な病院に責

任をもって搬送をして、かかる費用につい

ては、全て負担すること。⑸上記(2)～(4)

の内容について被申請人不動産業者及び被

申請人マンション管理会社は共同での責任

があり、共同で協議して、協力して申請人

に賠償金の支払いをすること。⑹被申請人

不動産業者及び被申請人マンション管理会

社の緊急の連絡先を申請人に対して、書面

で氏名、住所、電話番号を開示すること。

⑺被申請人不動産業者及び被申請人マンシ

5.10. 2 調停打切り 調停委員会は、

 １回の調停期日

の開催等手続を

進めたが、合意

が成立する見込

みがないと判断

し、調停を打切

り、本件は終結

した。 
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No 
 事件の

表示 
事件名  

申請受付 

年月日 
申請人 被申請人 請求の概要 

終 結 

年月日 
終結区分 終結の概要 

ョン管理会社は、上記（2)～(4)に関して

の作業者に対して、信義則に従い社会通念

上の措置として農薬等の取扱い等につい

て、取扱いや労働安全衛生の教育を行うこ

と。 

44 三重県 

令和６

年(調)

第１号

事件 

ガソリン

スタンド

の建設工

事による

騒音被害

損害賠償

等請求事

件 

6. 2. 5 三重県 

住民１人 

建設会社 ⑴申請人に対して損害賠償30万5000円を支

払うこと。⑵申請人に対して正式に謝罪す

ること。 

   

45 滋賀県

令和３

年(調)

第１号

事件 

 クリーニ

ング工場

からの騒

音等被害

防止請求

事件 

3. 8. 4 滋賀県 

住民１人 

クリーニ

ング会社 

⑴被申請人は、被申請人本社工場が発する

騒音が申請人の自宅において環境基準以下

となるよう対策をとること。⑵被申請人

は、被申請人本社工場が発する低周波音

が、申請人の睡眠障害を起こさない程度に

なるよう対策をとること。 

   

46 京都府

令和３

年(調)

第１号

事件 

 寺院から

の騒音防

止請求事

件 

 3.11.11 京都府 

住民１人 

宗教法人 

 

学校法人 

 

⑴被申請人宗教法人Ａは本件堂において音

量を発生させる場合、敷地境界線において  

建築基準法で定める第一種低層住居専用地

域での環境基準を超えないよう、堂につい

て防音設備を設置されたい。⑵被申請人宗

教法人Ａ及び学校法人Ｂは、上記防音設備

設置までの間、堂を利用した活動におい

て、環境基準を超えないように具体的措置

を講じられたい。 

5. 9.11 調停打切り 調停委員会は、

 10回の調停期日

の開催等手続を

進めたが、合意

が成立する見込

みがないと判断

し、調停を打切

り、本件は終結

した。 

47 京都府

令和５

年(調)

第１号

事件 

 庭木等焼

却悪臭被

害防止及

び損害賠

償請求事

件 

 5. 4.20 京都府 

住民２人 

京都府 

住民１人 

⑴被申請人は、自宅において庭木、ゴミそ

の他の物の焼却をしてはならない。⑵被申

請人は、申請人らに対し、損害賠償として

金152万5870円を支払う。 

5.12. 6 調停成立 調停委員会は、

２回の調停期日

の開催等手続を

進めた結果、調

停委員会の提示

した調停案を当

事者双方が受諾

し、本件は終結

した。 

48 京都府 

令和５

年(調)

第２号

事件 

エアコン

室外機か

ら の 騒

音・振動

被害防止

及び損害

賠償請求

事件 

 5. 7.10 滋賀県 

住民１人 

介護事業

社 

⑴被申請人は、申請人に対し、損害賠償と

して、金110万円を支払うこと。⑵被申請

人は、騒音振動対策として、発生源を明ら

かにするとともに、エアコン室外機を撤去

するか、効果的な防音・防振工事などの公

害防止対策を行うこと。 

   

49 京都府

令和５

年(調)

第３号

事件 

 飲食店か

ら の 悪

臭・騒音

等防止及

び損害賠

償請求事

件 

 5. 7.26 京都府 

住民１人 

飲食店経

営者 

⑴被申請人は申請人に損害賠償として金

200万円を支払うこと。⑵被申請人は、申

請人宅の北側２階にある窓とその周辺に太

陽光及び反射熱を遮断する工事、１階北側

にある窓と上記２階の窓に対して悪臭騒音

を防止する工事をそれぞれ実施すること。

   

50 大阪府 

平成６

年(調)

第５号

事件 

自動車専

用道路供

用に伴う

騒音等被

害防止請

求事件 

6.12.22 大阪府 

住民797

人 

市(代表

者市長) 

 

高速道路

管理会社 

都市計画道路及び自動車専用道路が完成

し、供用が開始されることにより、騒音、

振動、排気ガスの公害発生及び眺望への影

響のおそれがある。よって、被申請人は、

環境保全上の適切な処置を講ずること。 

   

51 大阪府

令和２

年(調)

第２号

事件 

（平成

 自動車専

用道路供

用に伴う

騒音等被

害防止請

求事件 

2. 4. 2 大阪府 

住民４人 

市(代表

者市長) 

 

高速道路

管理会社 

大阪府平成６年（調）第５号事件に同じ。    
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No 
事件の 

表示 
事件名 

申請受付 

年月日 
申請人 被申請人 請求の概要 

終 結 

年月日 
終結区分 終結の概要 

６年

(調)第

５号事

件への

参加） 

52 大阪府 

令和２

年(調)

第４号

事件 

（平成

６年

(調)第

５号事

件への

参加） 

自動車専

用道路供

用に伴う

騒音等被

害防止請

求事件 

2. 7.17 大阪府 

住民１人 

市(代表

者市長) 

 

高速道路

管理会社 

大阪府平成６年（調）第５号事件に同じ。    

53 大阪府 

令和４

年(調)

第１号

事件 

家庭用ヒ

ートポン

プ給湯器

騒音等被

害事件 

 4. 2.16 大阪府 

住民１人 

大阪府 

住民１人 

家庭用ヒートポンプ給湯器の撤去を求め

る。 

5.4.28 調停打切り 

 

調停委員会は、

７回の調停期日

の開催等手続を

進めたが、合意

が成立する見込

みがないと判断

し、調停を打切

り、本件は終結

した。 

54 大阪府 

令和４

年(調)

第２号

事件 

通所介護

施設騒音

振動被害

防止請求

事件 

4. 4.14 大阪府 

住民１人 

老人福

祉・介護

事業会社 

⑴被申請人は、通所介護施設を営業するに

あたって騒音及び振動を軽減するために必

要な措置を講じなければならない。⑵被申

請人は、通所介護施設の利用者のためのレ

クリエーションを行う時間帯を午後１時30

分から午後３時までの間に限定し、その限

定した時間のうち毎日１時間しかレクリエ

ーションをしてはならない。⑶被申請人

は、通所介護施設内に利用者を受け入れる

時間帯においては、同施設の建物のすべて

の窓、シャッターを閉めた状態にしなけれ

ばならない。⑷前項の規定に関わらず、建

物内の換気を行うため、毎時０分から５分

までの間の最大５分間だけ建物の東面及び

北面を向いた窓及びシャッターを開けたま

まの状態にすることを認める。この場合、

被申請人は建物内でカラオケ、合唱、ダン

スを含むレクリエーション活動を一切行わ

ないほか、できる限り建物から音を発生さ

せないように配慮しなければならない。⑸

被申請人は、施設の玄関ドア及び窓に設置

されたシャッターの開閉、送迎車両のドア

の開閉、職員が通勤等に使用する自転車の

駐輪を行うにあたっては、丁寧かつ可能な

限り小さな音で玄関ドア、シャッター、車

両のドアを開閉し、電動アシスト自転車の

ハンドル音を出さないよう配慮しなければ

ならない。⑹被申請人は、施設内の駐車場

及び施設前路上において送迎車両のエンジ

ンを停止させるとともに、前面道路の側溝

上に設置されているグレーチング板に緩衝

材を設置するなどしてグレーチング板から

音を発生させないように措置を講じなけれ

ばならない。 

   

55 大阪府 

令和４

年(調)

第５号

事件 

（平成

６年

自動車専

用道路供

用に伴う

騒音等被

害防止請

求事件 

4. 7.14 大阪府 

住民１人 

市(代表

者市長) 

 

高速道路

管理会社 

大阪府平成６年（調）第５号事件に同じ。    
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No 
事件の 

表示 
事件名 

申請受付 

年月日 
申請人 被申請人 請求の概要 

終 結 

年月日 
終結区分 終結の概要 

ョン管理会社は、上記（2)～(4)に関して

の作業者に対して、信義則に従い社会通念

上の措置として農薬等の取扱い等につい

て、取扱いや労働安全衛生の教育を行うこ

と。 

44 三重県 

令和６

年(調)

第１号

事件 

ガソリン

スタンド

の建設工

事による

騒音被害

損害賠償

等請求事

件 

6. 2. 5 三重県 

住民１人 

建設会社 ⑴申請人に対して損害賠償30万5000円を支

払うこと。⑵申請人に対して正式に謝罪す

ること。 

   

45 滋賀県 

令和３

年(調)

第１号

事件 

クリーニ

ング工場

からの騒

音等被害

防止請求

事件 

3. 8. 4 滋賀県 

住民１人 

クリーニ

ング会社 

⑴被申請人は、被申請人本社工場が発する

騒音が申請人の自宅において環境基準以下

となるよう対策をとること。⑵被申請人

は、被申請人本社工場が発する低周波音

が、申請人の睡眠障害を起こさない程度に

なるよう対策をとること。 

   

46 京都府 

令和３

年(調)

第１号

事件 

寺院から

の騒音防

止請求事

件 

 3.11.11 京都府 

住民１人 

宗教法人 

 

学校法人 

 

⑴被申請人宗教法人Ａは本件堂において音

量を発生させる場合、敷地境界線において

建築基準法で定める第一種低層住居専用地

域での環境基準を超えないよう、堂につい

て防音設備を設置されたい。⑵被申請人宗

教法人Ａ及び学校法人Ｂは、上記防音設備

設置までの間、堂を利用した活動におい

て、環境基準を超えないように具体的措置

を講じられたい。 

5. 9.11 

 

調停打切り 

 

調停委員会は、

10回の調停期日

の開催等手続を

進めたが、合意

が成立する見込

みがないと判断

し、調停を打切

り、本件は終結

した。 

47 京都府 

令和５

年(調)

第１号

事件 

庭木等焼

却悪臭被

害防止及

び損害賠

償請求事

件 

 5. 4.20 京都府 

住民２人 

京都府 

住民１人 

⑴被申請人は、自宅において庭木、ゴミそ

の他の物の焼却をしてはならない。⑵被申

請人は、申請人らに対し、損害賠償として

金152万5870円を支払う。 

5.12. 6 調停成立 調停委員会は、

２回の調停期日

の開催等手続を

進めた結果、調

停委員会の提示

した調停案を当

事者双方が受諾

し、本件は終結

した。 

48 京都府 

令和５

年(調)

第２号

事件 

エアコン

室外機か

ら の 騒

音・振動

被害防止

及び損害

賠償請求

事件 

 5. 7.10 滋賀県 

住民１人 

介護事業

社 

⑴被申請人は、申請人に対し、損害賠償と

して、金110万円を支払うこと。⑵被申請

人は、騒音振動対策として、発生源を明ら

かにするとともに、エアコン室外機を撤去

するか、効果的な防音・防振工事などの公

害防止対策を行うこと。 

   

49 京都府 

令和５

年(調)

第３号

事件 

飲食店か

ら の 悪

臭・騒音

等防止及

び損害賠

償請求事

件 

 5. 7.26 京都府 

住民１人 

飲食店経

営者 

⑴被申請人は申請人に損害賠償として金

200万円を支払うこと。⑵被申請人は、申

請人宅の北側２階にある窓とその周辺に太

陽光及び反射熱を遮断する工事、１階北側

にある窓と上記２階の窓に対して悪臭騒音

を防止する工事をそれぞれ実施すること。

   

50 大阪府 

平成６

年(調)

第５号

事件 

自動車専

用道路供

用に伴う

騒音等被

害防止請

求事件 

6.12.22 大阪府 

住民797

人 

市(代表

者市長) 

 

高速道路

管理会社 

都市計画道路及び自動車専用道路が完成

し、供用が開始されることにより、騒音、

振動、排気ガスの公害発生及び眺望への影

響のおそれがある。よって、被申請人は、

環境保全上の適切な処置を講ずること。 

   

51 大阪府 

令和２

年(調)

第２号

事件 

（平成

自動車専

用道路供

用に伴う

騒音等被

害防止請

求事件 

2. 4. 2 大阪府 

住民４人 

市(代表

者市長) 

 

高速道路

管理会社 

大阪府平成６年（調）第５号事件に同じ。    
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申請受付

年月日 
申請人 被申請人 請求の概要 

終 結 

年月日 
終結区分 終結の概要 

６年

(調)第

５号事

件への

参加） 

52 大阪府 

令和２

年(調)

第４号

事件 

（平成

６年

(調)第

５号事

件への

参加） 

自動車専

用道路供

用に伴う

騒音等被

害防止請

求事件 

2. 7.17 大阪府 

住民１人

市(代表

者市長) 

 

高速道路

管理会社 

大阪府平成６年（調）第５号事件に同じ。  

53 大阪府

令和４

年(調)

第１号

事件 

家庭用ヒ

ートポン

プ給湯器

騒音等被

害事件 

 4. 2.16 大阪府 

住民１人

大阪府 

住民１人 

家庭用ヒートポンプ給湯器の撤去を求め

る。 

5.4.28 調停打切り 調停委員会は、

 ７回の調停期日

の開催等手続を

進めたが、合意

が成立する見込

みがないと判断

し、調停を打切

り、本件は終結

した。 

54 大阪府

令和４

年(調)

第２号

事件 

通所介護

施設騒音

振動被害

防止請求

事件 

4. 4.14 大阪府 

住民１人

老人福

祉・介護

事業会社

⑴被申請人は、通所介護施設を営業するに

あたって騒音及び振動を軽減するために必

 要な措置を講じなければならない。⑵被申

請人は、通所介護施設の利用者のためのレ

クリエーションを行う時間帯を午後１時30

分から午後３時までの間に限定し、その限

定した時間のうち毎日１時間しかレクリエ

ーションをしてはならない。⑶被申請人

は、通所介護施設内に利用者を受け入れる

時間帯においては、同施設の建物のすべて

の窓、シャッターを閉めた状態にしなけれ

ばならない。⑷前項の規定に関わらず、建

物内の換気を行うため、毎時０分から５分

までの間の最大５分間だけ建物の東面及び

北面を向いた窓及びシャッターを開けたま

まの状態にすることを認める。この場合、

被申請人は建物内でカラオケ、合唱、ダン

スを含むレクリエーション活動を一切行わ

ないほか、できる限り建物から音を発生さ

せないように配慮しなければならない。⑸

被申請人は、施設の玄関ドア及び窓に設置

されたシャッターの開閉、送迎車両のドア

の開閉、職員が通勤等に使用する自転車の

駐輪を行うにあたっては、丁寧かつ可能な

限り小さな音で玄関ドア、シャッター、車

両のドアを開閉し、電動アシスト自転車の

ハンドル音を出さないよう配慮しなければ

ならない。⑹被申請人は、施設内の駐車場

及び施設前路上において送迎車両のエンジ

ンを停止させるとともに、前面道路の側溝

上に設置されているグレーチング板に緩衝

材を設置するなどしてグレーチング板から

音を発生させないように措置を講じなけれ

ばならない。 

55 大阪府

令和４

年(調)

第５号

事件 

（平成

６年

自動車専

用道路供

用に伴う

騒音等被

害防止請

求事件 

4. 7.14 大阪府 

住民１人

市(代表

 者市長) 

 

高速道路

管理会社 

大阪府平成６年（調）第５号事件に同じ。
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No  
事件の 

表示 
事件名

申請受付 

年月日 
申請人 被申請人 請求の概要 

終 結 

年月日 
終結区分 終結の概要 

(調)第

５号事

件への

参加） 

56 大阪府 

令和４

年(調)

第６号

事件 

介護保険

施設騒音

被害防止

請求事件 

 

4. 8. 4 大阪府 

住民１人

社会医療

 法人 

⑴被申請人は、経営する介護保険施設に設

置された機械の稼働時間を午前９時から午

後８時までとしなければならない。⑵被申

請人は、騒音を軽減するために防音壁を改

善しなければならない。⑶被申請人は、日

中の騒音を軽減するために申請人の所有す

るマンションの窓ガラスを防音ガラスに変

更しなければならない。⑷被申請人は、騒

音が原因で入居者が退去した場合、当該退

去によって生じた損害の賠償をしなければ

ならない。 

   

57 大阪府

令和４

年(調)

第８号

事件 

 隣家から

のエアコ

ン室外機

騒音被害

防止請求

事件 

4.11. 8 大阪府 

住民１人 

大阪府 

住民２人 

⑴被申請人らは、騒音について敷地境界線

上において環境省の定める騒音に係る環境

基準内にとどまるようにしなければならな

い。⑵被申請人らは、室外機２台を移設し

なければならない。⑶被申請人らは、上記

措置を行わない場合、室外機２台を撤去し

なければならない。⑷被申請人らは、申請

人に対し、室外機２台の移設又は撤去に至

るまで、令和３年11月12日以降、１日あた

り金3000円を支払わなければならない。 

   

58 大阪府 

令和５

年(調)

第１号

事件 

鉄軌道騒

音･振動

被害防止

請求事件 

5. 6.19 大阪府 

住民１人 

鉄道会社 被申請人の電車による振動を改善する補修

の実施を求める。 

5. 9.12 調停打切り 調停委員会は、

１回の調停期日

の開催等手続を

進めたが、合意

が成立する見込

みがないと判断

し、調停を打切

り、本件は終結

した。 

59 大阪府 

令和５

年(調)

第２号

事件 

金属加工

工場粉じ

ん被害防

止及び損

害賠償請

求事件 

5. 6.22 大阪府 

住民３人

金属製品

 製造会社 

⑴被申請人は申請人らに対し計979万4634

円を支払わなければならない。⑵被申請人

は汚れ（シミ等）の原因物質を飛散させな

い措置をとらなければならない。⑶被申請

人は上記⑵の措置をとらない場合、半年の

猶予期間後、工場を移転しなければならな

い。 

   

60 大阪府

令和６

年(調)

第１号

事件 

 工事車両

からの騒

音・振動

のおそれ

公害防止

請求事件 

6. 1.29 大阪府 

住民５人 

市(代表

者市長) 

⑴被申請人は、工事用の大型車両を生活圏

道路であるＡ町第Ｂ号線、同Ｃ号線、同Ｄ

号線等及びＥ線を通行させないように対策

を講じなければならず、その対策として工

事用の大型車両を中央環状線から公園予定

地南側へ直接出入する計画に見直さなけれ

ばならない。⑵前項の対策の実現のために

事業計画地に隣接する土地所有者であり、

土地の一時使用の許諾を申出ているＦと具

体的な計画図をもって協議、調整しなけれ

ばならない。⑶第１項の対策の実現のため

に中央環状線の道路管理者である大阪府Ｇ

土木事務所と、中央環状線から公園予定地

南側へ直接出入りする仮設道路を設置する

際に障害となる道路照明灯の工事期間中の

移設を、具体的な計画図をもって協議、調

整しなければならない。 

   

61 大阪府

令和６

年(調)

第２号

事件 

 発電機騒

音・悪臭

被害防止

及び損害

賠償請求

事件 

6. 3.11 大阪府 

住民２人

不動産業

 者 

 

建設業者

 

学術研究

業者 

 

⑴被申請人らは、新築工事により設置され

た発電機の運転に伴い、騒音を生じさせて

はならない。⑵被申請人らは、新築工事に

より設置された発電機の運転に伴い、排煙

を生じさせてはならない。⑶被申請人ら

は、申請人らが被った健康被害につき慰謝

料として相当額の損害賠償を支払え。 
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No 
事件の 

表示 
事件名 

申請受付 

年月日 
申請人 被申請人 請求の概要 

終 結 

年月日 
終結区分 終結の概要 

銀行 

 

情報通信

業者 

62 兵庫県 

令和２

年(調)

第１号

事件 

養鶏場か

らの悪臭

等被害防

止請求事

件 

2. 5. 8 兵庫県 

住民４人 

兵庫県 

住民１人 

⑴被申請人農地上の鶏舎を撤去すること。

⑵農地上の鶏糞を撤去し同地上に新たな鶏

糞を搬入しないこと。⑶農地上の鶏糞を撤

去するまでの間、鶏舎及び鶏糞から生ずる

臭気が環境基準値を超えない状態を確保す

るための設備を設置すること。⑷撤去する

までの間に生ずる臭気、騒音等の環境上の

問題につき､申請人が設置し定期的に対策

を協議する地区協議会に参加し､誠意をも

って協議に応じることを求める。 

6. 1.17 調停申請 

取下げ 

調停委員会は、

３回の調停期日

等を開催するほ

か、現地調査を

実施するなどに

より手続を進め

た。期日を進め

ていく中で、被

申請人及び申請

人から、公害等

調整委員会に対

し、原因裁定の

申請を行うとの

意向が示され、

調停委員会は、

原因裁定の結論

が出るまで保留

することに決定

した。 

公害等調整委員

会において手続

を進めた結果、

令和５年９月14

日に被申請人の

申 請 に つ い て

は、申請の一部

を認容、一部を

却下、申請人ら

の申請について

は、申請の一部

を棄却、一部を

却下するとの裁

定を行い、本事

件は終結したこ

とにより、申請

人が調停申請を

取下げたため、

本 件 は 終 結 し

た。 

63 兵庫県 

令和４

年(調)

第１号

事件 

 

造成工事

にかかる

土壌・水

質汚染等

対策請求

事件 

4. 6. 6 兵庫県 

住民６人 

兵庫県 

住民１人 

 

兵庫県

（代表者

知事） 

 

市（２

市。代表

者各市

長） 

⑴被申請人Ａ所有の土地の盛土撤去、各申

請人所有土地の原状回復や排水措置、土壌

及び水質汚染防止措置を講ずること。⑵盛

土造成の実態調査の実施、盛土の撤去命令

等適切な指導や行政代執行を行うこと。⑶

隣接する公園について、盛土崩落防止措置

を講ずること。⑷造成許可の経緯を説明す

ること。 

 5.11.14 調停成立 調停委員会は、

９回の調停期日

の開催等手続を

進めた結果、調

停委員会の提示

した調停案を当

事者双方が受諾

し、本件は終結

した。 

64 兵庫県 

令和５

年(調)

第１号

事件 

酒販卸作

業に係る

騒音防止

対策等請

求事件 

5. 3.10 兵庫県 

住民１人 

酒類販売

会社 

⑴防音壁の設置、倉庫及び駐車場前のグレ

ーチングの修理、トラックのブザー音の低

減や鳴らさないようにすることなど、被申

請人の会社からの騒音を低減すること。⑵

被申請人は、会社の操業時間を午前９時か

ら午後５時までとし、夜間並びに土日及び

祝祭日の操業は行わないこと。⑶2019年11

月に10年以内に現在地から移転をするとの

発言があり、進捗状況を回答すること。 

 5. 9.22 調停打切り 調停委員会は、

２回の調停期日

の開催等手続を

進めたが、合意

が成立する見込

みがないと判断

し、調停を打切

り、本件は終結

した。 

65 奈良県 

平成20

平成11年

(調)第１

20. 9. 3 区(代表

者区長) 

産業廃棄

物処理業

奈良県平成11年(調)第１号事件の義務履行

勧告申出 
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No 
事件の 

表示 
事件名 

申請受付 

年月日 
申請人 被申請人 請求の概要 

終 結 

年月日 
終結区分 終結の概要 

(調)第

５号事

件への

参加） 

56 大阪府 

令和４

年(調)

第６号

事件 

介護保険

施設騒音

被害防止

請求事件 

 

4. 8. 4 大阪府 

住民１人 

社会医療

法人 

⑴被申請人は、経営する介護保険施設に設

置された機械の稼働時間を午前９時から午

後８時までとしなければならない。⑵被申

請人は、騒音を軽減するために防音壁を改

善しなければならない。⑶被申請人は、日

中の騒音を軽減するために申請人の所有す

るマンションの窓ガラスを防音ガラスに変

更しなければならない。⑷被申請人は、騒

音が原因で入居者が退去した場合、当該退

去によって生じた損害の賠償をしなければ

ならない。 

   

57 大阪府 

令和４

年(調)

第８号

事件 

隣家から

のエアコ

ン室外機

騒音被害

防止請求

事件 

4.11. 8 大阪府 

住民１人 

大阪府 

住民２人 

⑴被申請人らは、騒音について敷地境界線

上において環境省の定める騒音に係る環境

基準内にとどまるようにしなければならな

い。⑵被申請人らは、室外機２台を移設し

なければならない。⑶被申請人らは、上記

措置を行わない場合、室外機２台を撤去し

なければならない。⑷被申請人らは、申請

人に対し、室外機２台の移設又は撤去に至

るまで、令和３年11月12日以降、１日あた

り金3000円を支払わなければならない。 

   

58 大阪府 

令和５

年(調)

第１号

事件 

鉄軌道騒

音･振動

被害防止

請求事件 

5. 6.19 大阪府 

住民１人 

鉄道会社 被申請人の電車による振動を改善する補修

の実施を求める。 

5. 9.12 調停打切り 調停委員会は、

１回の調停期日

の開催等手続を

進めたが、合意

が成立する見込

みがないと判断

し、調停を打切

り、本件は終結

した。 

59 大阪府 

令和５

年(調)

第２号

事件 

金属加工

工場粉じ

ん被害防

止及び損

害賠償請

求事件 

5. 6.22 大阪府 

住民３人 

金属製品

製造会社 

⑴被申請人は申請人らに対し計979万4634

円を支払わなければならない。⑵被申請人

は汚れ（シミ等）の原因物質を飛散させな

い措置をとらなければならない。⑶被申請

人は上記⑵の措置をとらない場合、半年の

猶予期間後、工場を移転しなければならな

い。 

   

60 大阪府 

令和６

年(調)

第１号

事件 

工事車両

からの騒

音・振動

のおそれ

公害防止

請求事件 

6. 1.29 大阪府 

住民５人 

市(代表

者市長) 

⑴被申請人は、工事用の大型車両を生活圏

道路であるＡ町第Ｂ号線、同Ｃ号線、同Ｄ

号線等及びＥ線を通行させないように対策

を講じなければならず、その対策として工

事用の大型車両を中央環状線から公園予定

地南側へ直接出入する計画に見直さなけれ

ばならない。⑵前項の対策の実現のために

事業計画地に隣接する土地所有者であり、

土地の一時使用の許諾を申出ているＦと具

体的な計画図をもって協議、調整しなけれ

ばならない。⑶第１項の対策の実現のため

に中央環状線の道路管理者である大阪府Ｇ

土木事務所と、中央環状線から公園予定地

南側へ直接出入りする仮設道路を設置する

際に障害となる道路照明灯の工事期間中の

移設を、具体的な計画図をもって協議、調

整しなければならない。 

   

61 大阪府 

令和６

年(調)

第２号

事件 

発電機騒

音・悪臭

被害防止

及び損害

賠償請求

事件 

6. 3.11 大阪府 

住民２人 

不動産業

者 

 

建設業者 

 

学術研究

業者 

⑴被申請人らは、新築工事により設置され

た発電機の運転に伴い、騒音を生じさせて

はならない。⑵被申請人らは、新築工事に

より設置された発電機の運転に伴い、排煙

を生じさせてはならない。⑶被申請人ら

は、申請人らが被った健康被害につき慰謝

料として相当額の損害賠償を支払え。 

   

 

174 
 

No 
事件の 

表示 
事件名 

申請受付 

年月日 
申請人 被申請人 請求の概要 

終 結 

年月日 
終結区分 終結の概要 

銀行 

 

情報通信

業者 

62 兵庫県 

令和２

年(調)

第１号

事件 

養鶏場か

らの悪臭

等被害防

止請求事

件 

2. 5. 8 兵庫県 

住民４人 

兵庫県 

住民１人

⑴被申請人農地上の鶏舎を撤去すること。

 ⑵農地上の鶏糞を撤去し同地上に新たな鶏

糞を搬入しないこと。⑶農地上の鶏糞を撤

去するまでの間、鶏舎及び鶏糞から生ずる

臭気が環境基準値を超えない状態を確保す

るための設備を設置すること。⑷撤去する

までの間に生ずる臭気、騒音等の環境上の

問題につき､申請人が設置し定期的に対策

を協議する地区協議会に参加し､誠意をも

って協議に応じることを求める。 

6. 1.17 調停申請 

取下げ 

調停委員会は、

３回の調停期日

等を開催するほ

か、現地調査を

実施するなどに

より手続を進め

た。期日を進め

ていく中で、被

申請人及び申請

人から、公害等

調整委員会に対

し、原因裁定の

申請を行うとの

意向が示され、

調停委員会は、

原因裁定の結論

が出るまで保留

することに決定

した。 

公害等調整委員

会において手続

を進めた結果、

令和５年９月14

日に被申請人の

申 請 に つ い て

は、申請の一部

を認容、一部を

却下、申請人ら

の申請について

は、申請の一部

を棄却、一部を

却下するとの裁

定を行い、本事

件は終結したこ

とにより、申請

人が調停申請を

取下げたため、

本 件 は 終 結 し

た。 

63 兵庫県 

令和４

年(調)

第１号

事件 

 

造成工事

にかかる

土壌・水

質汚染等

対策請求

事件 

4. 6. 6 兵庫県 

住民６人 

兵庫県 

住民１人 

 

兵庫県

（代表者

知事） 

 

市（２

市。代表

者各市

長） 

⑴被申請人Ａ所有の土地の盛土撤去、各申

請人所有土地の原状回復や排水措置、土壌

及び水質汚染防止措置を講ずること。⑵盛

土造成の実態調査の実施、盛土の撤去命令

等適切な指導や行政代執行を行うこと。⑶

隣接する公園について、盛土崩落防止措置

を講ずること。⑷造成許可の経緯を説明す

ること。 

 5.11.14 調停成立 調停委員会は、

９回の調停期日

の開催等手続を

進めた結果、調

停委員会の提示

した調停案を当

事者双方が受諾

し、本件は終結

した。 

64 兵庫県

令和５

年(調)

第１号

事件 

 酒販卸作

業に係る

騒音防止

対策等請

求事件 

5. 3.10 兵庫県 

住民１人 

酒類販売

会社 

⑴防音壁の設置、倉庫及び駐車場前のグレ  

ーチングの修理、トラックのブザー音の低

減や鳴らさないようにすることなど、被申

請人の会社からの騒音を低減すること。⑵

被申請人は、会社の操業時間を午前９時か

ら午後５時までとし、夜間並びに土日及び

祝祭日の操業は行わないこと。⑶2019年11

月に10年以内に現在地から移転をするとの

発言があり、進捗状況を回答すること。 

5. 9.22 調停打切り 調停委員会は、

２回の調停期日

の開催等手続を

進めたが、合意

が成立する見込

みがないと判断

し、調停を打切

り、本件は終結

した。 

65 奈良県

平成20

 平成11年

(調)第１

20. 9. 3 区(代表

者区長) 

産業廃棄

物処理業

奈良県平成11年(調)第１号事件の義務履行   

勧告申出 
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No 
 事件の

表示 
事件名 

 
 

申請受付

年月日 
申請人 被申請人 請求の概要 

終 結 

年月日 
終結区分 終結の概要 

年(リ)

第１号

事件 

 

号事件に

おける調

停事項の

義務履行

勧告申出

事件 

者 

66 奈良県 

令和５

年(調)

第１号

事件 

ネギ加工

工場悪臭

等被害防

止等請求

事件 

5. 2.27 奈良県 

住民２人

食品加工

 業者 

⑴前提条件無しで対話に応じること。⑵ネ  

ギ臭の脱臭装置を工場の空気排出口を取り

付けること。⑶脱臭装置の取り付けまでの

間は、ネギ工場の空気排気を午前中及び年

末年始は配慮すること。 

    

67 奈良県 

令和５

年(調)

第２号

事件 

 

エアコン

室外機か

らの騒音

等被害防

止請求事

件 

5. 3. 9 奈良県 

住民１人 

奈良県 

住民１人 
⑴被申請人は、被申請人宅に設置した太陽

光発電の機械及びエアコン室外機から発生

する騒音並びにヒートポンプ給湯器から発

生する低周波音対策のために、被申請人宅

にて防音対策を講じるか、あるいは申請人

宅に防音壁を設置すること。⑵被申請人

は、被申請人が飼育する犬が吠えないよう

に対策を講じること。 

 6. 2.19 調停打切り 調停委員会は、

４回の調停期日

の開催等手続を

進めたが、合意

が成立する見込

みがないと判断

し、調停を打切

り、本件は終結

した。 

68 奈良県 

令和５

年(調)

第３号

事件 

非鉄金属

卸売事業

の差止め

及び農地

等から検

出された

重金属除

去請求事

件 

5. 6.27 奈良県 

住民９人 

非鉄金属

卸売業社 

⑴被申請人は操業している工場の土地にお   

いて、非鉄金属卸売業、金属くず卸売業、

その他、これに関連する一切の事業を営ん

ではならない。⑵被申請人は、申請人らが

所有する土地から重金属（銅、鉛等）を除

去すること。 

  

69 広島県 

平成30

年(調)

第２号

事件 

自動車プ

レス金型

製作所か

ら の 騒

音・振動

被害防止

請求事件 

30. 5.18 広島県 

住民12人

自動車プ

 レス金型

製作所 

被申請人は屋内での騒音の体感基準で６番  

（騒音レベル50dB)以上の騒音及び振動の

体感基準で８番（震度２相当＝65dB)以上

の振動を発生させる作業を停止すること。

   

70 広島県

令和元

年(調)

第１号

事件 

 一般廃棄

物最終処

分場建設

に伴う土

壌汚染等

おそれ公

害防止請

求事件 

元.12. 3 広島県等

住民228

人 

 市(代表

者市長) 

被申請人は、広島県民の水がめであるＢ川   

の上流域で、かつ豪雨豪雪地帯に建設中の

Ｃ市一般廃棄物最終処分場「Ａ埋立地」に

おいて、現在の計画のまま処分場を整備

し、加えて、圧送・自然流下を繰り返す約

13kmに及ぶ浸出水放流管を設置すること

は、広範囲にわたって土壌汚染や水質汚染

を引き起こす可能性が非常に高いため、現

計画の見直しを行い、かかる公害の発生を

未然に防止すること。 

  

71 広島県

令和２

年(調)

第１号

事件 

 鉄鋼会社

からの大

気汚染被

害防止請

求事件 

 2. 1.14 広島県Ａ

市で事業

を行う者

（店舗屋

上に太陽

光パネル

を設置） 

鉄鋼会社 被申請人は、申請人に対し、833万3000円  5. 5.15 調停打切り 調停委員会は、

１回の調停期日

の開催等手続を

進めたが、合意

が成立する見込

みがないと判断

し、調停を打切

り、本件は終結

した。 

及びこれに対する本申請書送達の日の翌日

から支払済みに至るまで年５分の金員を支

払うこと。 

72 広島県

令和３

年(調)

第１号

事件 

 金属製品

製造工場

からの悪

臭被害防

止請求事

件 

3. 9.21 広島県 

住民１人

 

仏壇製造

会社 

 

木材加工

会社 

 

 

金属加工

会社 

⑴被申請人は、申請人に対し、悪臭による   

被害が生じないよう、被申請人の作業内容

の改善、消臭装置あるいは通気装置の設置

など、必要な対策を講じること。⑵被申請

人は、申請人らに対し、100万円及び本申

立ての日から、前項の対策がなされるまで

の間、毎月３万円を支払うこと。 
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No 
事件の 

表示 
事件名 

申請受付 

年月日 
申請人 被申請人 請求の概要 

終 結 

年月日 
終結区分 終結の概要 

73 広島県 

令和４

年(調)

第１号

事件 

 

鉄道騒音

被害防止

請求事件 

 4. 7.11 広島県 

住民１人 

 

広島県

（代表者

知事） 

被申請人は、防音壁の設置、その他の防音

対策により、鉄道騒音の被害が発生しない

ようにすること。 

 5. 6.28 調停打切り 調停委員会は、

１回の調停期日

の開催等手続を

進めたが、合意

が成立する見込

みがないと判断

し、調停を打切

り、本件は終結

した。 

74 広島県 

令和５

年(調)

第１号

事件 

 

駐車場ト

ラックか

らの騒音

被害防止

請求事件 

 5. 3.10 広島県 

住民１人 

国道事務

所 

サービスエリア出口側のトラック駐車スペ

ース４～５台分を削減すること。あるいは

そのスペースを乗用車専用駐車スペースへ

変更すること。トラックがそこへ駐車でき

ないようポールコーンの設置すること。夜

間(午後11時～午前５時)の駐車場を一時閉

鎖すること。 

 6. 2.15 調停申請 

取下げ 

申請人は、都合

により、調停申

請を取り下げた

ため、本件は終

結した。 

75 広島県 

令和５

年(調)

第２号

事件 

 

認定こど

も園から

の騒音被

害防止請

求事件 

 5. 4.14 学校法人 広島県 

住民１人 

⑴申請人と被申請人において、調停委員会

の協力のもと、現在の騒音に関する事実関

係（等価騒音レベルの算定等）を確認する

こと。⑵事実関係を踏まえ、申請人と被申

請人の協議の上、騒音対応策を決めるこ

と。 

   

76 広島県 

令和５

年(調)

第３号

事件 

養鶏場か

ら の 騒

音･低周

波音･悪

臭被害防

止請求事

件 

5.11.22 広島県 

住民１人 

養鶏場経

営会社 

被申請人は、事業活動が行われている恒久

的な構造物を構築することで、事業活動に

伴い生ずる騒音、低周波音、悪臭を低減さ

せること。 

   

77 福岡県 

令和３

年(調)

第２号

事件 

 

クリーニ

ング工場

からの騒

音被害防

止請求事

件 

3. 5.24 福岡県 

住民１人 

クリーニ

ング会社 

⑴被申請人は、本件工場から出る音につい

て、55dBを超える音量を発生させない。⑵

被申請人は、本件工場の操業日を毎週月曜

から金曜まで、操業時間を午前９時から午

後５時までとする。⑶前二項に被申請人が

違反した場合、被申請人は、申請人に対し

１回（同日の複数の違反については１回と

みなす。）の違反につき、金３万円を支払

う。⑷被申請人は、申請人に対し、慰謝料

として金300万円を支払う。 

5. 8. 2 調停成立 調停委員会は、

７回の調停期日

の開催等手続を

進めた結果、調

停委員会の提示

した調停案を当

事者双方が受諾

し、本件は終結

した。 

78 福岡県 

令和６

年(調)

第１号

事件 

 

金属加工

工場から

の騒音等

被害防止

請求事件 

6. 3.26 福岡県 

住民１人 

建築資材

仕入販売

業者 

 

産業廃棄

物収集運

搬業者 

⑴被申請人は、本件工場から造成工事、砕

石、車両による運搬及び重機稼働により発

生する音について、昼間60db及び夜間50デ

シベル以下に低減すること。⑵被申請人

は、土地造成工事に起因する振動により破

損したブロック塀、スロープ等の亀裂、浄

化槽部コンクリートの陥没等の修復工事を

行うこと。⑶被申請人は、粉じんによる健

康被害が生じないよう防止措置をとるこ

と。⑷被申請人は、操業時間を午前９時か

ら午後５時までとし、夜間及び土日祝日の

操業は行わないこと。⑸被申請人は、上記

措置をとらない場合又はいずれかの事項に

違反した場合は速やかに必要な回復工事を

行い、現事業場から移転すること。 

   

79 熊本県 

令和元

年(調)

第１号

事件 

温泉宿か

らの騒音

被害防止

請求事件 

元.11.29 熊本県 

住民１人 

ホテル運

営会社 

⑴被申請人は、ボイラーの騒音を低減させ

ること。また、防音対策及び定期的なメン

テナンスを実施するとともに、稼働時間に

ついて検討すること、⑵被申請人は、モー

ターの騒音を低減させること。また、定期

的なメンテナンスを実施すること、⑶被申

請人は、ドアの開閉音による騒音を低減さ

せるために、ドアアームストッパー等の防

音対策を講じること、⑷被申請人は、浴室

の換気扇の騒音を低減させること、⑸被申

請人は、深夜・早朝に騒音を低減させるた
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No 
事件の 

表示 
事件名 

申請受付 

年月日 
申請人 被申請人 請求の概要 

終 結 

年月日 
終結区分 終結の概要 

年(リ)

第１号

事件 

 

号事件に

おける調

停事項の

義務履行

勧告申出

事件 

者 

66 奈良県 

令和５

年(調)

第１号

事件 

ネギ加工

工場悪臭

等被害防

止等請求

事件 

5. 2.27 奈良県 

住民２人 

食品加工

業者 

⑴前提条件無しで対話に応じること。⑵ネ

ギ臭の脱臭装置を工場の空気排出口を取り

付けること。⑶脱臭装置の取り付けまでの

間は、ネギ工場の空気排気を午前中及び年

末年始は配慮すること。 

     

67 奈良県 

令和５

年(調)

第２号

事件 

 

エアコン

室外機か

らの騒音

等被害防

止請求事

件 

5. 3. 9 奈良県 

住民１人 

奈良県 

住民１人 
⑴被申請人は、被申請人宅に設置した太陽

光発電の機械及びエアコン室外機から発生

する騒音並びにヒートポンプ給湯器から発

生する低周波音対策のために、被申請人宅

にて防音対策を講じるか、あるいは申請人

宅に防音壁を設置すること。⑵被申請人

は、被申請人が飼育する犬が吠えないよう

に対策を講じること。 

 6. 2.19 調停打切り 調停委員会は、

４回の調停期日

の開催等手続を

進めたが、合意

が成立する見込

みがないと判断

し、調停を打切

り、本件は終結

した。 

68 奈良県 

令和５

年(調)

第３号

事件 

非鉄金属

卸売事業

の差止め

及び農地

等から検

出された

重金属除

去請求事

件 

5. 6.27 奈良県 

住民９人 

非鉄金属

卸売業社 

⑴被申請人は操業している工場の土地にお

いて、非鉄金属卸売業、金属くず卸売業、

その他、これに関連する一切の事業を営ん

ではならない。⑵被申請人は、申請人らが

所有する土地から重金属（銅、鉛等）を除

去すること。 

    

69 広島県 

平成30

年(調)

第２号

事件 

自動車プ

レス金型

製作所か

ら の 騒

音・振動

被害防止

請求事件 

30. 5.18 広島県 

住民12人 

自動車プ

レス金型

製作所 

被申請人は屋内での騒音の体感基準で６番

（騒音レベル50dB)以上の騒音及び振動の

体感基準で８番（震度２相当＝65dB)以上

の振動を発生させる作業を停止すること。

    

70 広島県 

令和元

年(調)

第１号

事件 

一般廃棄

物最終処

分場建設

に伴う土

壌汚染等

おそれ公

害防止請

求事件 

元.12. 3 広島県等 

住民228

人 

市(代表

者市長) 

被申請人は、広島県民の水がめであるＢ川

の上流域で、かつ豪雨豪雪地帯に建設中の

Ｃ市一般廃棄物最終処分場「Ａ埋立地」に

おいて、現在の計画のまま処分場を整備

し、加えて、圧送・自然流下を繰り返す約

13kmに及ぶ浸出水放流管を設置すること

は、広範囲にわたって土壌汚染や水質汚染

を引き起こす可能性が非常に高いため、現

計画の見直しを行い、かかる公害の発生を

未然に防止すること。 

    

71 広島県 

令和２

年(調)

第１号

事件 

鉄鋼会社

からの大

気汚染被

害防止請

求事件 

 2. 1.14 広島県Ａ

市で事業

を行う者

（店舗屋

上に太陽

光パネル

を設置） 

鉄鋼会社 被申請人は、申請人に対し、833万3000円

及びこれに対する本申請書送達の日の翌日

から支払済みに至るまで年５分の金員を支

払うこと。 

 5. 5.15 調停打切り 調停委員会は、

１回の調停期日

の開催等手続を

進めたが、合意

が成立する見込

みがないと判断

し、調停を打切

り、本件は終結

した。 

72 広島県 

令和３

年(調)

第１号

事件 

金属製品

製造工場

からの悪

臭被害防

止請求事

件 

3. 9.21 広島県 

住民１人 

 

仏壇製造

会社 

 

木材加工

会社 

 

金属加工

会社 

⑴被申請人は、申請人に対し、悪臭による

被害が生じないよう、被申請人の作業内容

の改善、消臭装置あるいは通気装置の設置

など、必要な対策を講じること。⑵被申請

人は、申請人らに対し、100万円及び本申

立ての日から、前項の対策がなされるまで

の間、毎月３万円を支払うこと。 
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No  
事件の 

表示 
事件名

申請受付 

年月日 
申請人 被申請人 請求の概要  

終 結 

年月日 
終結区分 終結の概要 

73 広島県 鉄道騒音

被害防止

請求事件

令和４

年(調)

第１号

事件 

 

 

 4. 7.11 広島県 

住民１人 

 

広島県

（代表者

知事） 

被申請人は、防音壁の設置、その他の防音

対策により、鉄道騒音の被害が発生しない

ようにすること。 

 5. 6.28 調停打切り 調停委員会は、

１回の調停期日

の開催等手続を

進めたが、合意

が成立する見込

みがないと判断

し、調停を打切

り、本件は終結

した。 

74 広島県 

令和５

年(調)

第１号

事件 

 

駐車場ト  

ラックか

らの騒音

被害防止

請求事件 

5. 3.10 広島県 

住民１人 

国道事務

所 

サービスエリア出口側のトラック駐車スペ

ース４～５台分を削減すること。あるいは

そのスペースを乗用車専用駐車スペースへ

変更すること。トラックがそこへ駐車でき

ないようポールコーンの設置すること。夜

間(午後11時～午前５時)の駐車場を一時閉

鎖すること。 

 6. 2.15 調停申請 

取下げ 

申請人は、都合

により、調停申

請を取り下げた

ため、本件は終

結した。 

75 広島県 

令和５

年(調)

第２号

事件 

 

認定こど

も園から

の騒音被

害防止請

求事件 

 5. 4.14 学校法人 広島県 

住民１人

⑴申請人と被申請人において、調停委員会

 の協力のもと、現在の騒音に関する事実関

係（等価騒音レベルの算定等）を確認する

こと。⑵事実関係を踏まえ、申請人と被申

請人の協議の上、騒音対応策を決めるこ

と。 

   

76 広島県

令和５

年(調)

第３号

事件 

 養鶏場か

ら の 騒

音･低周

波音･悪

臭被害防

止請求事

件 

5.11.22 広島県 

住民１人 

養鶏場経

営会社 

被申請人は、事業活動が行われている恒久

的な構造物を構築することで、事業活動に

伴い生ずる騒音、低周波音、悪臭を低減さ

せること。 

   

77 福岡県

令和３

年(調)

第２号

事件 

 

 クリーニ

ング工場

からの騒

音被害防

止請求事

件 

3. 5.24 福岡県 

住民１人 

クリーニ

ング会社

⑴被申請人は、本件工場から出る音につい

 て、55dBを超える音量を発生させない。⑵

被申請人は、本件工場の操業日を毎週月曜

から金曜まで、操業時間を午前９時から午

後５時までとする。⑶前二項に被申請人が

違反した場合、被申請人は、申請人に対し

１回（同日の複数の違反については１回と

みなす。）の違反につき、金３万円を支払

う。⑷被申請人は、申請人に対し、慰謝料

として金300万円を支払う。 

5. 8. 2 調停成立 調停委員会は、

７回の調停期日

の開催等手続を

進めた結果、調

停委員会の提示

した調停案を当

事者双方が受諾

し、本件は終結

した。 

78 福岡県

令和６

年(調)

第１号

事件 

 

 金属加工

工場から

の騒音等

被害防止

請求事件 

6. 3.26 福岡県 

住民１人

建築資材

 仕入販売

業者 

 

産業廃棄

物収集運

搬業者 

⑴被申請人は、本件工場から造成工事、砕

石、車両による運搬及び重機稼働により発

生する音について、昼間60db及び夜間50デ

シベル以下に低減すること。⑵被申請人

は、土地造成工事に起因する振動により破

損したブロック塀、スロープ等の亀裂、浄

化槽部コンクリートの陥没等の修復工事を

行うこと。⑶被申請人は、粉じんによる健

康被害が生じないよう防止措置をとるこ

と。⑷被申請人は、操業時間を午前９時か

ら午後５時までとし、夜間及び土日祝日の

操業は行わないこと。⑸被申請人は、上記

措置をとらない場合又はいずれかの事項に

違反した場合は速やかに必要な回復工事を

行い、現事業場から移転すること。 

   

79 熊本県

令和元

年(調)

第１号

事件 

 温泉宿か

らの騒音

被害防止

請求事件 

元.11.29 熊本県 

住民１人 

ホテル運

営会社 

⑴被申請人は、ボイラーの騒音を低減させ

ること。また、防音対策及び定期的なメン

テナンスを実施するとともに、稼働時間に

ついて検討すること、⑵被申請人は、モー

ターの騒音を低減させること。また、定期

的なメンテナンスを実施すること、⑶被申

請人は、ドアの開閉音による騒音を低減さ

せるために、ドアアームストッパー等の防

音対策を講じること、⑷被申請人は、浴室

の換気扇の騒音を低減させること、⑸被申

請人は、深夜・早朝に騒音を低減させるた
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No 
事件の 

表示 
事件名 

申請受付 

年月日 
申請人 被申請人 請求の概要 

終 結 

年月日 
終結区分 終結の概要 

めに、措置を講じること（浴室の風呂桶の

防音対策等）。 

80 熊本県 幼稚園か

らの騒音

被害防止

請求事件 

令和５

年(調)

第１号

事件 

5. 3.16 学校法人 熊本県 

住民２人 

申請人が経営する幼稚園に接する被申請人

宅の窓を二重窓にすること。 

6. 3. 6 調停成立 調停委員会は、

４回の調停期日

の開催等手続を

進めた結果、調

停委員会の提示

した調停案を当

事者双方が受諾

し、本件は終結

した。 

81 沖縄県

令和５

年(調)

第１号

事件 

 グラウン

ドからの

騒音被害

防止請求

事件及び

損害賠償

請求事件 

5.10.23 沖縄県 

住民１人

市(代表

 者市長) 

 

指定管理

者 

⑴防音壁を設置するなどしてグラウンド

（スケートボードパーク）の騒音を低減す

ること。⑵健康被害による慰謝料の請求 

   

 

指定
番号

指定告示
年 月 日

指 定 鉱 物 名

1 伊 勢 神 宮（三 重 県） 26.12.11 5,471 鉱業法第３条に規定する鉱物全部

2 常 盤 池（山 口 県） 27. 2.23 55 石炭

3 出 石 寺（愛 媛 県） 27. 3.27 31 鉱業法第３条に規定する鉱物全部

4 伊 東 市（静 岡 県） 27. 5.17 3,517 〃

柳 津 堰 堤 48

片 門 堰 堤 84

6 久 瀬 ダ ム（岐 阜 県） 27.10.13 10 〃

7 朝 日 ダ ム（ 〃 ） 〃 88 〃

京都市（左京区､東山区） 509

京　都　市（右京区） 547

宇　治　市（宇　治） 150

9 雌 阿 寒 岳（北 海 道） 27.11.13 450 〃

川 湯 103

摩 周 湖 3,275

雄 阿 寒 岳 3,814

11 駕 與 丁 池（福 岡 県） 28. 3.11 280 〃

12 菅 平（長 野 県） 28.10. 9 3,085
硫黄､硫化鉄鉱及びこれと同種の鉱床中に存
する鉱物

13 樽 前 山（北 海 道） 28.12.23 82 鉱業法第３条に規定する鉱物全部

14 登 別 温 泉（ 〃 ） 〃 137 〃

15 昭 和 新 山（ 〃 ） 〃 9 〃

16 有 珠 岳（ 〃 ） 〃 277 〃

17 羊 蹄 山（ 〃 ） 〃 109 〃

18 黒 部 第 四 ダ ム（富 山 県） 29. 3.12 2,601 〃

19 袋 田 温 泉（茨 城 県） 29. 3.30 434 〃

20 三 面 ダ ム（新 潟 県） 29. 5.10 947 〃

21 猿 田 ダ ム（ 〃 ） 〃 1,518 〃

22 道 後 温 泉（愛 媛 県） 29. 6.22 1,341 〃

23 玉 川 温 泉（秋 田 県） 29. 8.27 58 〃

24 後 生 掛 温 泉（ 〃 ） 〃 168 〃

25 旭 町 滝 の 水 池（愛 知 県） 29. 9.18 20 亜炭

26 旭 町 平 池（ 〃 ） 〃 21  〃

27 猪 高 村 牧 野 池（ 〃 ） 〃 18  〃

28 上 野 町 荒 尾（ 〃 ） 〃 14  〃

29 小 鈴 ヶ 谷 海 岸（ 〃 ） 〃 2  〃

30 日 光 山 内（栃 木 県） 30. 2.17 2,599 鉱業法第３条に規定する鉱物全部

〃

〃

（ 〃 ） 〃 〃

指定面積
(ヘクタール)

指 定 地 域 名

27.11. 8

（福 島 県） 27. 5.29

（ ）京 都 府

10

5

8

付付録録３３ 鉱鉱区区禁禁止止地地域域指指定定一一覧覧

昭和

付付録録３３ 鉱鉱区区禁禁止止地地域域指指定定一一覧覧

─ 178 ─

06-付録.indd   17806-付録.indd   178 2024/09/26   17:082024/09/26   17:08




